
令和６年厚木市教育委員会２月定例会日程 
 

日時 令和６年２月10日(土) 

午後２時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 審議事項 

日程１ 議案第４号 令和５年度教育予算補正について 

【教育総務部・学校教育部・社会教育部】 
日程２ 議案第５号 令和６年度教育予算について 

【教育総務部・学校教育部・社会教育部】 
日程３ 議案第６号 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算について 

                                  【社会教育課】 
日程４ 議案第７号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算について 

                                  【学校給食課】 

日程５ 議案第８号 第４次厚木市子ども読書活動推進計画について   【中央図書館】 

日程６ 議案第９号 厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針及び厚木市立

小・中学校の働き方改革アクションプラン（令和６年度～令和８年

度）について                  【教育総務課】 

日程７ 議案第10号 厚木市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について 

【教育総務課】 

日程８ 議案第11号 厚木市教育委員会職務権限規程及び厚木市教育委員会職員の勤務時 

間等に関する規程の一部を改正する規程について  【教育総務課】 

 

４ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（障害のある児童生徒の教育措置について） 
                       ※非公開【教育指導課】（資料１） 

(2) 令和５年度厚木市教育委員会表彰被表彰者について※非公開【教育総務課】（資料２） 

(3) 令和５年度こどもアート展について       ※非公開【教育指導課】（資料３） 

 

５ 閉会 
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令和６年２月定例教育委員会教育長報告 

 

令和６年１月２３日（火）に開催されました１月定例会以後の主な行事等１５件につきま

して、御報告申し上げます。 

 

 

１ １月２４日（水）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  寄附贈呈式 

  ○寄附物品 あつぎ豚ロース ６５０枚 

  ○出席者  有限会社臼井農産 代表取締役社長、株式会社うすいファーム 代表取締役

社長 

 

２ １月２６日（金）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和６年度障害のある児童生徒の教育措置に関する答申書受理 

  ○訪問者 厚木市教育支援委員会委員長 

 

３ 同 日        厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和５年度第５回厚木市小・中学校長会議 

 

４ １月２７日（土）   厚木市保健福祉センター ６階 ホール 

  令和５年度厚木市表彰式・厚木市教育委員会表彰式 

  ○厚木市教育委員会表彰被表彰者 １６人 

  ○厚木市表彰被表彰者     １７３人（団体を含む） 

  ○特別感謝状被贈呈者       １人 

  ○感謝状被贈呈者        １７人（団体を含む）    計 ２０７人 

 

５ １月２８日（日）   厚木市荻野運動公園 競技場 

  市制施行記念第７０回あつぎ駅伝競走大会 

  ○参加チーム数 ４７チーム 

 

６ 同 日        あつぎ郷土博物館 体験学習室 

  あつぎ郷土博物館開館５周年記念セレモニー 

  ○来館者数 約８７０人 

 

７ １月３０日（火）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和６年度新採用教職員教育長面接（１／３回） 

 

  



 - 2 -

８ １月３１日（水）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和６年度新採用教職員教育長面接（２／３回） 

 

９ 同 日        厚木市保健福祉センター ６階 ホール 

  令和５年度厚木児童思春期精神保健講座 第５１回ミニワークショップ 

 

10 ２月 １日（木）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和６年度新採用教職員教育長面接（３／３回） 

 

11 ２月 ２日（金）   厚木市役所本庁舎 ４階 秘書課第二応接室 

  これからの厚木市における社会教育の更なる充実に関する提言書受理 

  ○訪問者 厚木市立公民館地区館長等連絡会副会長、会計 

 

12 ２月 ４日（日）   あつぎ市民交流プラザ ７階 ミュージックルーム２ 

  令和５年度こどもアート展授賞式 

  ○総作品数  ２５９点 

  ○入賞作品数  ３０点（最優秀賞３点、優秀賞６点、優良賞２１点） 

 

13 ２月 ８日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  第３回厚木市小・中学校教頭会議 

 

14 同 日        神奈川県厚木合同庁舎１号館 ２階 応接会議室 

  令和５年度第３回県央教育事務所管内教育長会議 

 

15 ２月 ９日（金）   神奈川県立総合教育センター ３階 ３０４研修室 

  令和５年度第２回県・市町村教育委員会教育長会議 

 



 

議案第４号 
 
 

令和５年度教育予算補正について 
 
 
令和５年度教育予算補正について、別紙のとおり同意する。 

 
 

令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
令和５年度教育予算補正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条

の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



令和５年度教育予算補正

１　総　括

　（歳　入）

　（歳　出）

※　市長の権限に属する事務の補助執行に係る予算を含む。

※　歳入については教育委員会の特定財源のみを記載しているため、歳入と歳出の合計額は一致しない。

※　次頁以降の歳出については、各課等における補正関係部分のみ記載しているため、補正前の額の合計額は
　総括の歳出額とは一致しない。

496,400 1,998,194

社会教育部 136,852

（単位：千円）

239,300 376,152

 歳 入 合 計 1,137,261 557,046 1,694,307

補正額

教育総務部 1,325,923

1,794,870

教育総務部 960,788 329,511 1,290,299

学校教育部 39,621 △ 11,765 27,856

（単位：千円）

部　　　名 補正前の額 補正額 計

計

5,473,426

8,560,169

△ 27,453 1,088,549

 歳 出 合 計

4,147,503

6,765,299

部　　　名 補正前の額

学校教育部 1,116,002

社会教育部 1,501,794
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第３表 繰越明許費補正 

１ 追加                                （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

50 教育費 

10 小学校費 
小学校維持補修事業 2,000 

小学校校舎・体育館改修事業（長寿命化）（その２） 162,794 

15 中学校費 

中学校校舎・体育館改修事業（長寿命化）（その２） 97,367 

中学校校庭整備事業（その２） 150,000 

中学校維持補修事業 11,600 

20 社会教育費 公民館維持補修事業 6,182 

25 保健体育費 
体育施設維持補修事業 3,993 

及川球技場維持補修事業 3,589 

 
第４表 地方債補正 
１ 変更                                （単位：千円） 

補正前 補正後 

起債の

目的 
限度額 

起債の 

方法 
利率 

償還の 

方法 
限度額 

起債の

方法 
利率 

償還の 

方法 

小学校 

整備事

業 

203,300 普通貸借

又は証券

発行。 

なお、起

債の全部

又は一部

を翌年度

へ繰り越

して借り

入れるこ

とができ

る。 

 

年3.0％

以内 

(ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る政府資

金等につ

いて、利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては、

当該見直

し後の利

率） 

 

償還期間

は、据置

期間を含

め30年以

内。 

ただし、

財政上の

都合によ

り償還期

限を短縮

し、繰上

償還し、

又は低利

債に借り

換えるこ

とができ

る。 

265,500 補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

中学校

整備事

業 

48,500 239,400 

中学校

給食施

設整備

事業 

15,800 10,000 

厚木北

公民館

整備事

業 

80,600 329,900 

体育施

設整備

事業 

35,100 25,100 

計 383,300  869,900  
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国県支出金 市　債 その他

補正前 99,700 16,830 80,600 2,270 99,700 99,700

補正額 498,600 249,300 249,300 0 498,600 498,600

補正後 598,300 266,130 329,900 2,270 598,300 598,300

補正前 1,180,891 496,328 667,700 16,863 1,180,891

補正額 △ 498,600 △ 249,300 △ 249,300 0 △ 498,600

補正後 682,291 247,028 418,400 16,863 682,291

補正前 1,280,591 513,158 748,300 19,133 99,700 99,700 1,180,891

補正額 0 0 0 0 498,600 498,600 △ 498,600

補正後 1,280,591 513,158 748,300 19,133 598,300 598,300 682,291

100.0

令和
５年度

令和
６年度

款 項 事業名

53.3

46.7

50　教育費 20　社会教育費 厚木北公民館整備事業

計

（単位：千円・％）

継続費についての令和３年度末までの支出額、令和４年度末までの支出額及び
令和５年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書（補正）あ

全　　　　体　　　　計　　　　画

年　　度 補正区分 年　割　額

左　の　財　源　内　訳

一般財源
特　定　財　源

継続費の総額
に 対 す る
進 捗 率

令和６ 年度
以 降
支出予 定額

令和５年度末
ま で の
支 出 予 定 額

令和５年度
支出予定額

令和４年度末
までの支出額

令和３年度末
までの支出額
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議案第５号 
 
 
   令和６年度教育予算について 
 
 
 令和６年度教育予算について、別紙のとおり同意する。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 令和６年度教育予算について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



令和６年度教育予算

１　総　括

　（歳　入）

　（歳　出）

※　市長の権限に属する事務の補助執行に係る予算を含む。

※　歳入については教育委員会の特定財源のみを記載しているため、歳入と歳出の合計額は一致しない。

 歳 出 合 計

4,117,029

7,308,545

部　　　名 本年度予算額

学校教育部 1,123,572

社会教育部 2,067,944

比　　　　較

336,222

1,152,363

1,117,111 6,461

（単位：千円）

部　　　名 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

教育総務部 447,166 960,788 △ 513,622

学校教育部 37,797 39,621 △ 1,824

1,258,264 809,680

社会教育部 568,773

（単位：千円）

136,852 431,921

 歳 入 合 計 1,053,736 1,137,261 △ 83,525

前年度予算額

教育総務部 3,780,807

6,156,182

1



本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

40 10道路橋りょう使用 176,000  1　道路占用料　………………………………………土木使用料 352,888 349,037 3,851

料

【道路管理課】

176,000

15河川使用料 3,770  1　河川使用料　……………………………………… 　【河川ふれあい課】

219

 2　水路使用料　……………………………………… 　　【下水道総務課】

3,521

 3　行政財産使用料　………………………………… 　【河川ふれあい課】

30

20都市計画使用料 10,159  1　公園占用料　……………………………………… 【公園緑地課】

5,499

 2　公園等使用料　…………………………………… 【公園緑地課】

4,127

 3　行政財産使用料　…………………………………  【公園緑地課 ほか】

533

25住宅使用料 162,959  1　市営住宅使用料　………………………………… 【住宅課】

159,965

 2　行政財産使用料　………………………………… 【住宅課】

248

 3　市営住宅使用料滞納繰越分　…………………… 【住宅課】

2,746

45  5消防使用料 193  1　行政財産使用料　…………………………………消防使用料 193 193 0  　　【警防課 ほか】

193

50 10小学校使用料 352  1　行政財産使用料　…………………………………教育使用料 7,710 7,556 154  【教育施設課 ほか】

351

 2　小学校施設使用料　……………………………… 【教育施設課】

1

15中学校使用料 206  1　行政財産使用料　…………………………………  【教育施設課 ほか】

205

 2　中学校施設使用料　……………………………… 【教育施設課】

1

20社会教育使用料 358  1　行政財産使用料　…………………………………  　【青少年課 ほか】

358

25保健体育使用料 6,794  1　厚木野球場使用料　……………………………… 　【スポーツ推進課】

406

（単位：千円）

５０使用料及び手数料

2

２　歳　入



本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

 2　玉川野球場使用料　……………………………… 　【スポーツ推進課】

2,043

 3　厚木テニスコート使用料　……………………… 　【スポーツ推進課】

1,556

 4　学校開放夜間照明施設使用料　………………… 　【スポーツ推進課】

2,475

 5　行政財産使用料　………………………………… 　【スポーツ推進課】

314

10 手数料 655,114 639,179 15,935

10 10企画文化手数料 240  1　放置自転車移動保管料　…………………………総務手数料 97,048 93,696 3,352 【交通安全課】

240

15徴税手数料 14,039

20戸籍住民基本台帳 82,768  1　戸籍交付手数料　…………………………………

手数料

【市民課】

23,983

 2　諸証明交付手数料　……………………………… 【市民課】

58,305

 3　閲覧手数料　……………………………………… 【市民課】

420

 4　住基ネット手数料　……………………………… 【市民課】

60

25地縁団体手数料 1  1　認可地縁団体手数料　…………………………… 　【市民協働推進課】

1

20  5保健衛生手数料 7,671  1　犬の登録等事務手数料　…………………………衛生手数料 536,785 522,439 14,346 【生活環境課】

7,654

 2　諸証明交付手数料　……………………………… 【市民課】

17

10清掃手数料 529,114  1　し尿処理手数料　………………………………… 【生活環境課】

8,184

（単位：千円）

(教育使用料)

５０使用料及び手数料

 1　臨時運行許可手数料　…………………………… 【市民税課】

1,290

 2　諸証明手数料　…………………………………… 【市民税課】

12,233

 3　閲覧手数料　……………………………………… 【市民税課】

510

 4　複写手数料　……………………………………… 【市民税課】

6
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

25住宅費補助金 5,790  1　社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ス  【建築指導課 ほか】

トック形成事業）　……………………………… 5,790

45  5消防費補助金 5,761  1　消防団施設整備費補助金　………………………消防費国庫補助金 5,761 20,824 △15,063 【消防総務課】

2,761
　　補助率 1/3

 2　社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ス 【危機管理課】

トック形成事業）　……………………………… 3,000
補助率 1/2

50  5教育総務費補助金 9,811  1　理科教育設備整備費等補助金　…………………教育費国庫補助金 20,984 24,021 △3,037 【教職員課】

3,119
　　補助率 1/3

 2　教育支援体制整備事業費補助金　……………… 【教育指導課】

6,692
　　補助率 1/3

10小学校費補助金 4,206  1　要保護児童援助費補助金　……………………… 【学務課】

170
　　補助率 1/2以内

 2　小学校特別支援教育就学奨励費補助金　……… 【学務課】

2,564
　　補助率 1/2以内

 3　小学校理科教育設備整備費等補助金　………… 【学務課】

1,472
　　補助率 1/2

15中学校費補助金 3,967  1　要保護生徒援助費補助金　……………………… 【学務課】

742
　　補助率 1/2以内

 2　中学校特別支援教育就学奨励費補助金　……… 【学務課】

2,257
　　補助率 1/2以内

 3　中学校理科教育設備整備費等補助金　………… 【学務課】

968
　　補助率 1/2

20社会教育費補助金 3,000

５５国庫支出金

（単位：千円）

(土木費国庫補助金)
2　社会資本整備総合交付金（都市再開発支援事業）

　　補助率 1/3

　　【市街地整備課】

1,700
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

 1　埋蔵文化財調査費補助金　……………………… 　　【文化財保護課】

3,000
　　補助率 1/2

75  5地域住宅計画事業 18,912  1　社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業）地域住宅計画事業交付金 18,912 47,315 △28,403

交付金

【住宅課】

18,912
　　補助率 45/100

94  5物価高騰対応重点 20,000  1　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　…物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 20,000 0 20,000

支援地方創生臨時

交付金

【財政課】

20,000

15 委託金 68,547 64,601 3,946

10  5総務管理費委託金 60  1　自衛官募集事務委託金　…………………………総務費委託金 2,356 3,053 △697 【危機管理課】

60

20戸籍住民基本台帳 2,266  1　中長期在留者住居地届出等事務委託金　………

費委託金

【市民課】

2,266

25選挙費委託金 30  1　在外選挙特別経費委託金　……………………… 　【選挙管理委員会】

30

15  5社会福祉費委託金 65,335  1　国民年金事務取扱費委託金　……………………民生費委託金 66,191 61,548 4,643 【国保年金課】

53,572

 2　国民年金協力・連携事務取扱費委託金　……… 【国保年金課】

11,170

 3　遺族及留守家族等援護事務事業費委託金　…… 【福祉総務課】

593

10児童福祉費委託金 856  1　特別児童扶養手当事務取扱交付金　…………… 　　【子育て給付課】

856

60 県支出金 　  6,362,941 　  6,044,345 318,596

 5 県負担金 　  4,381,786 　  4,224,451 157,335

15  5社会福祉費負担金 　  1,504,511  1　行旅病人死亡人取扱費負担金　…………………民生費県負担金 　  4,362,257 　  4,205,491 156,766 【生活福祉課】

1,228
　　負担率 10/10

 2　民生委員児童委員関係負担金　………………… 【福祉総務課】

20,496

 3　障害者自立支援給付費等負担金　……………… 　　【障がい福祉課】

     1,125,171
　　負担率 1/4

５５国庫支出金　６０県支出金

（単位：千円）

(教育費国庫補助金)
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

45  5消防費補助金 47,990  1　神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金消防費県補助金 47,990 55,965 △7,975  　　【警防課 ほか】

47,990

50  5教育総務費補助金 14,075  1　帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援教育費県補助金 19,289 16,697 2,592 【教育指導課】

　　事業費補助金　…………………………………… 14,075

15中学校費補助金 2,822  1　部活動指導員配置促進事業費補助金　………… 【教育指導課】

2,822

20社会教育費補助金 2,392  1　地域学校協働活動推進事業費補助金　………… 【社会教育課】

1,392
　　補助率 2/3

 2　指定文化財保存修理等補助金　………………… 　　【文化財保護課】

1,000

70  5市町村振興補助金 25,264  1　市町村自治基盤強化総合補助金　………………市町村振興助成金 25,264 0 25,264 【財政課】

25,264

15 委託金 370,432 424,776 △54,344

10 15徴税費委託金 358,128  1　県民税賦課徴収取扱費委託金　…………………総務費委託金 369,721 424,099 △54,378 【収納課】

358,128

20戸籍住民基本台帳 180  1　人口動態調査費委託金　…………………………

費委託金

【市民課】

180

30統計調査費委託金 11,413  1　基幹統計調査費委託金　………………………… 【行政経営課】

11,413

15  5社会福祉費委託金 341  1　人権啓発活動委託金　……………………………民生費委託金 341 307 34 　【市民協働推進課】

341

35  5商工費委託金 370  1　首都圏自然歩道巡視等委託金　…………………商工費委託金 370 370 0 【観光振興課】

370

65 財産収入 241,218 292,258 △51,040

 5 財産運用収入 236,218 214,382 21,836

 5  5土地建物貸付収入 174,335  1　土地貸付収入　……………………………………財産貸付収入 174,335 165,492 8,843  【財産管理課 ほか】

33,362

 2　建物貸付収入　……………………………………  【財産管理課 ほか】

15,389

 3　アミューあつぎ建物貸付収入　………………… 　【商業にぎわい課】

111,300

（単位：千円）

６０県支出金　６５財産収入
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６５財産収入

本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

 4　旧情報プラザ建物貸付収入　…………………… 【情報政策課】

7,631

 5　支援センター貸付収入　………………………… 　【地域包括ケア推】

6,653

10  5利子及び配当金 61,883  1　国際交流基金利子　………………………………利子及び配当金 61,883 48,890 12,993 【企画政策課】

235

 2　庁舎整備基金利子　……………………………… 【企画政策課】

14,201

 3　一般廃棄物処理施設建設基金利子　…………… 【環境事業課】

8,000

 4　財政調整基金利子　……………………………… 【財政課】

21,300

 5　株式配当金　……………………………………… 【財産管理課】

2,519

 6　社会福祉基金利子　……………………………… 【福祉総務課】

270

 7　住宅新築等資金借入金償還準備基金利子　…… 　【市民協働推進課】

3

 8　出産費用貸付基金利子　………………………… 　　【健康づくり課】

1

 9　松川サク工業振興基金利子　…………………… 【産業振興課】

2

10　みどりの基金利子　……………………………… 【公園緑地課】

12

11　和田傳文学基金利子　…………………………… 【教育指導課】

1

12　スポーツ振興基金利子　………………………… 　【スポーツ推進課】

1

13　文化芸術振興基金利子　………………………… 　【文化生涯学習課】

1

14　ＳＥＬ教育基金利子　…………………………… 【教育指導課】

2

15　災害対策基金利子　……………………………… 【危機管理課】

1

（単位：千円）

(財産貸付収入)
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

16　市民協働推進基金利子　………………………… 　【市民協働推進課】

1

17　里地里山保全等促進基金利子　………………… 【環境政策課】

7

18　久保奨学金基金利子　…………………………… 【教育総務課】

43

19　歳計現金運用利子　……………………………… 【会計課】

2,118

20　久保子どもの未来応援基金利子　……………… 　　【こども育成課】

25

21　学校施設整備基金利子　………………………… 【教育総務課】

13,140

10 財産売払収入 5,000 77,876 △72,876

 5  5土地売払収入 5,000  1　市有地売払収入　…………………………………不動産売払収入 5,000 77,876 △72,876 【道路管理課】

5,000

70 寄附金 　  1,300,000 　  1,300,000 0

 5 寄附金 　  1,300,000 　  1,300,000 0

60  5ふるさと納税等寄 　  1,300,000  1　ふるさと納税寄附金　……………………………ふるさと納税等寄附金 　  1,300,000 　  1,300,000 0

附金

【財政課】

     1,300,000

75 繰入金 　  6,434,221 　  3,201,824 　  3,232,397

 3 他会計繰入金 92,540 0 92,540

15  5介護保険事業特別 92,540  1　介護保険事業特別会計繰入金　…………………介護保険事業特別会計繰入金 92,540 0 92,540

会計繰入金

【介護福祉課】

92,540

 5 基金繰入金 　  6,341,681 　  3,201,824 　  3,139,857

 5  5国際交流基金繰入 20,125  1　国際交流基金繰入金　……………………………国際交流基金繰入金 20,125 16,628 3,497

金

【企画政策課】

20,125

15  5財政調整基金繰入 　  4,205,530  1　財政調整基金繰入金　……………………………財政調整基金繰入金 　  4,205,530 　  2,357,829 　  1,847,701

金

【財政課】

     3,122,714

 2　財政調整基金繰入金（ふるさと納税等分）　… 【財政課】

     1,082,816

（単位：千円）

(利子及び配当金)

６５財産収入　７０寄附金　７５繰入金
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

18  5庁舎整備基金繰入 　  1,700,000  1　庁舎整備基金繰入金　……………………………庁舎整備基金繰入金 　  1,700,000 600,000 　  1,100,000

金

【企画政策課】

     1,700,000

25  5社会福祉基金繰入 130,479  1　社会福祉基金繰入金　……………………………社会福祉基金繰入金 130,479 138,229 △7,750

金

【福祉総務課】

130,479

40  5住宅新築等資金借 300  1　住宅新築等資金借入金償還準備基金繰入金　…住宅新築等資金借入金償還準備基金繰入金 300 500 △200

入金償還準備基金

繰入金

　【市民協働推進課】

300

46  5里地里山保全等促 2,497  1　里地里山保全等促進基金繰入金　………………里地里山保全等促進基金繰入金 2,497 3,147 △650

進基金繰入金

【環境政策課】

2,497

50  5松川サク工業振興 278  1　松川サク工業振興基金繰入金　…………………松川サク工業振興基金繰入金 278 279 △1

基金繰入金

【産業振興課】

278

60  5みどりの基金繰入 71,973  1　みどりの基金繰入金　……………………………みどりの基金繰入金 71,973 63,906 8,067

金

【公園緑地課】

71,973

65  5和田傳文学基金繰 999  1　和田傳文学基金繰入金　…………………………和田傳文学基金繰入金 999 1,056 △57

入金

【教育指導課】

999

68  5ＳＥＬ教育基金繰 1,422  1　ＳＥＬ教育基金繰入金　…………………………ＳＥＬ教育基金繰入金 1,422 1,475 △53

入金

【教育指導課】

1,422

69  5久保奨学金基金繰 9,300  1　久保奨学金基金繰入金　…………………………久保奨学金基金繰入金 9,300 9,300 0

入金

【教育総務課】

9,300

70  5スポーツ振興基金 1,500  1　スポーツ振興基金繰入金　………………………スポーツ振興基金繰入金 1,500 0 1,500

繰入金

　【スポーツ推進課】

1,500

73  5市民協働推進基金 50  1　市民協働推進基金繰入金　………………………市民協働推進基金繰入金 50 50 0

繰入金

　【市民協働推進課】

50

76  5久保子どもの未来 9,425  1　久保子どもの未来応援基金繰入金　……………久保子どもの未来応援基金繰入金 9,425 9,425 0

応援基金繰入金

　　【こども育成課】

9,425

78  5学校施設整備基金 11,000  1　学校施設整備基金繰入金　………………………学校施設整備基金繰入金 11,000 0 11,000

繰入金

【教育総務課】

11,000

81  5一般廃棄物処理施 176,803  1　一般廃棄物処理施設建設基金繰入金　…………一般廃棄物処理施設建設基金繰入金 176,803 0 176,803

設建設基金繰入金

【環境事業課】

176,803

80 繰越金 　  2,400,000 900,000 　  1,500,000

 5 繰越金 　  2,400,000 900,000 　  1,500,000

 5  5繰越金 　  2,400,000  1　前年度繰越金　……………………………………繰越金 　  2,400,000 900,000 　  1,500,000 【財政課】

     2,400,000

７５繰入金　８０繰越金

（単位：千円）
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

 2　シティプラザ共用部分管理費負担金　………… 【青少年課】

12,730

【学校給食課】

 4　スポーツ振興くじ助成金　……………………… 　【スポーツ推進課】

3,600

 5　地域伝統芸能等保存事業助成金　……………… 　　【文化財保護課】

246

 6　その他雑入　………………………………………  【教育施設課 ほか】

6,185

90 市債 　 12,230,900 　  8,671,400 　  3,559,500

 5 市債 　 12,230,900 　  8,671,400 　  3,559,500

10 10企画文化債 　  4,296,200  1　文化会館改修事業債　……………………………総務債 　  4,296,200 293,900 　  4,002,300 　【文化生涯学習課】

     4,061,400

 2　七沢自然ふれあいセンター施設改修事業債　… 　【文化生涯学習課】

39,400

 3　学習支援センター施設改修事業債　…………… 　【文化生涯学習課】

195,400

15 10児童福祉債 177,600  1　児童館整備事業債　………………………………民生債 177,600 153,200 24,400 【青少年課】

3,500

 2　保育施設整備事業債　…………………………… 【保育課】

64,200

 3　（仮称）未来館整備事業債　…………………… 【青少年課】

109,900

20  5保健衛生債 21,300  1　斎場施設整備事業債　……………………………衛生債 320,100 　  2,688,600 △2,368,500 【市民課】

14,500

 2　メジカルセンター施設改修事業債　…………… 　【健康長寿推進課】

6,800

10清掃債 298,800  1　清掃運搬施設整備事業債　……………………… 【環境事業課】

13,500

 2　環境センター施設改修事業債　………………… 【環境事業課】

13,100

８５諸収入　９０市債

（単位：千円）

(雑入)

17 ,625

 3　学校給食費（ 教職員光熱水費相当負担分等） …
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

 3　ふれあいプラザ整備事業債　…………………… 【環境事業課】

272,200

30  5農業債 89,300  1　土地改良事業債　…………………………………農林債 89,300 108,700 △19,400 【農業政策課】

89,300

35  5商工債 121,700  1　アミューあつぎ維持管理事業債　………………商工債 121,700 272,300 △150,600 　【文化生涯学習課】

101,000

 2　観光施設改修事業債　…………………………… 【観光振興課】

20,700

40 10道路橋りょう債 　  2,927,400  1　道路新設改良事業債　……………………………土木債 　  6,143,000 　  4,686,400 　  1,456,600  【道路整備課 ほか】

     2,927,400

20都市計画債 　  3,208,700  1　中町第２－２地区周辺整備事業債　…………… 　　【市街地整備課】

     2,475,100

 2　排水路整備事業債　……………………………… 　　【下水道施設課】

75,000

 3　公園整備事業債　………………………………… 【公園緑地課】

584,100

 4　森の里東土地区画整理推進事業債　…………… 　【まちづくり推進】

7,900

 5　酒井土地区画整理推進事業債　………………… 　【まちづくり推進】

66,600

25住宅債 6,900  1　市営住宅整備事業債　…………………………… 【住宅課】

6,900

45  5消防債 142,100  1　消防施設整備事業債　……………………………消防債 142,100 85,000 57,100  【消防総務課 ほか】

96,400

 2　防災行政無線維持補修事業債　………………… 【危機管理課】

23,300

 3　急傾斜地崩壊対策事業債　……………………… 【危機管理課】

22,400

50 10小学校債 366,800  1　小学校給食施設整備事業債　……………………教育債 940,900 383,300 557,600 【学校給食課】

24,700

 2　小学校整備事業債　……………………………… 【教育施設課】

342,100

15中学校債 25,900  1　中学校整備事業債　……………………………… 【教育施設課】

25,900

９０市債

（単位：千円）

(衛生債)
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本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

区 分

節

金 額

説 明款 項 目

20社会教育債 441,900  1　公民館改修事業債　……………………………… 【社会教育課】

23,500

 2　厚木北公民館整備事業債　……………………… 【社会教育課】

418,400

25保健体育債 106,300  1　体育施設整備事業債　…………………………… 　【スポーツ推進課】

106,300

　103,800,000 　 92,300,000 　 11,500,000歳 入 合 計

（単位：千円）

(教育債)

９０市債
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 9  急傾斜地安全対策事業費　…………………      【危機管理課】

4,000
(1) 急傾斜地安全対策工事補助金 4,000

10  新型防災ラジオ整備事業費　………………      【危機管理課】

11,778

11  災害対策基金積立金　………………………      【危機管理課】

1

12  防災事務経費　………………………………      【危機管理課】

886

13  被災者支援システム運用事業費　…………      【危機管理課】

4,386

14  感震ブレーカー整備事業費　………………      【危機管理課】

3,000

50 教育費 　  9,235,694 　  8,063,700 　  1,171,994

　  2,507,645 　  1,573,611 934,034 5 教育総務費

 5 教育委員会費 6,787 6,887 △100 6,787  1 報酬 5,333  1  教育委員会運営費　…………………………一般財源       【教育総務課】

6,397

 8 報償費 267
 2  教育委員会表彰事業費　……………………      【教育総務課】

 9 旅費 166 390

10 交際費 350

11 需用費 162

12 役務費 509

10 事務局費 　  1,722,343 823,922 898,421 13,140  1 報酬 10,470  1  職員給与費　…………………………………そ　の　他  【職員課】

715,592

   1,709,203  2 給料 380,538 (1) 常勤特別職一般財源 15,685
(2) 一般職 699,907

 3 職員手当等 320,891
 2  事務局運営費　……………………………… 【教育総務課 ほか】

 4 共済費 120,049 113,447

 8 報償費 80  3  コミュニティ・スクール推進事業費　……      【教育総務課】

6,308

 9 旅費 653

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

４５消防費　５０教育費

区　分

（単位：千円）

(災害対策費)
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11 需用費 2,421

12 役務費 10,476

 5  小中学校適正規模等推進事業費　…………      【教育総務課】13 委託料 16,743
1,637

(1) 小中学校通学区域再編成委員会運営費14 使用料及び賃借料 4,310

19 負担金、補助及び交付金 42,614
 6  小中学校学校施設最適化推進事業費　……      【教育施設課】

25 積立金 13,140 14,721

28 繰出金 799,958  7  小中学校プール施設最適化推進事業費　…      【教育総務課】

5,372

 8  学校施設整備基金積立金　…………………      【教育総務課】

13,140

 9  学校給食費無償化対応繰出金　……………      【学校給食課】

799,958

15 教育指導費 641,186 615,947 25,239 6,191  1 報酬 274,471  1  英語教育推進事業費　………………………国庫支出金       【教育指導課】

61,015

14,075  3 職員手当等 26,856 (1) 英語教育推進事業費県支出金 54,175
(2) グローバル教育交流事業費 6,840

30,245  4 共済費 1,800そ　の　他
 2  特別支援教育推進事業費　…………………      【教育指導課】

     590,675  8 報償費 28,179一般財源 146,121
(1) 特別支援教育推進事業費 145,761

 9 旅費 11,879 (2) インクルーシブ教育推進事業費 360

11 需用費 65,313  3  教育活動推進事業費　………………………      【教育指導課】

15,888

12 役務費 13,714 (1) 教育活動推進事業費 15,187
(2) 睡眠教育推進事業費 701

13 委託料 112,092
 4  学校保健事業費（一般）　………………… 【学務課】

14 使用料及び賃借料 80,344 51,524
(1) 学校医等報酬 44,281

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(事務局費)

1,637

663,699

127,371

(1)

(2)

学校給食事業特別会計繰出金

学校給食事業特別会計繰出金（就学援助分）

10  小中学校学校給食費相当額助成事業費　…      【学校給食課】

42,692

(3) 学校給食事業特別会計繰出金（地場農産物分） 8,888

 4  スクールアシスタント事業費　……………      

9,476

【教育施設課】
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19 負担金、補助及び交付金 26,493 (2) 学校事故審査委員会運営費 94
(3) 就学時健康診断経費 2,219

25 積立金 45 (4) 学校事故見舞金 600
(5) 学校保健事務費 4,330

 5  こどもアート展事業費　……………………      【教育指導課】

361

 6  外国籍児童・生徒等支援事業費　…………      【教育指導課】

22,025

 7  教育図書等配付事業費　…………………… 【学務課】

61,319
(1) 教科書等配付事業費 50,570
(2) 学籍等諸票配付事業費 10,749

10  教職員人事経費　…………………………… 【教職員課】

2,815

11  厚木・愛甲教職員厚生会交付金　………… 【教職員課】

3,285

12  教職員健康管理経費　……………………… 【教職員課】

10,066

13  児童・生徒登下校等安全推進事業費　…… 【学務課】

7,898

14  和田傳文学基金事業費　……………………      【教育指導課】

1,000

15  学校支援プロジェクト推進事業費　………      【教育指導課】

3,366

16  教育ネットワークシステム事業費　………      【教育総務課】

100,581

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(教育指導費)

 8  学力ステップアップ推進事業費　………… 

(1) 学力ステップアップ支援員配置事業費

82,801

82,801

【教職員課】

 9  小中一貫教育推進事業費　…………………      【教育指導課】

299
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17  学校司書配置事業費　………………………      【教育指導課】

26,079

18  教育指導事務経費　…………………………      【教育指導課】

2,157

19  学務事業費　………………………………… 【学務課】

30,903

20  インターナショナルセーフスクール推進事      【教育指導課】

    業費　………………………………………… 720

21  ＳＥＬ教育基金事業費　……………………      【教育指導課】

1,422

22  ＳＥＬ教育基金積立金　……………………      【教育指導課】

2

23  久保奨学金基金事業費　……………………      【教育総務課】

9,496

24  久保奨学金基金積立金　……………………      【教育総務課】

43

20 教育研究所費 27,595 27,173 422 52  1 報酬 6,358  1  教育調査研究事業費　………………………そ　の　他       【教育研究所】

3,468

27,543  3 職員手当等 2,005 (1) 教育調査研究部会運営費一般財源 297
(2) 教育資料提供事業費 3,171

 4 共済費 1,448
 2  先生のための研修事業費　…………………      【教育研究所】

 8 報償費 900 1,000

 9 旅費 664  3  教育研究所運営事業費　……………………      【教育研究所】

23,127

11 需用費 3,540

12 役務費 80

14 使用料及び賃借料 12,555

19 負担金、補助及び交付金 45

30 青少年教育相談セ 109,734 99,682 10,052 376  1 報酬 75,420  1  青少年非行防止活動事業費　………………そ　の　他   【青少年教育相談】

ンター費 9,138

     109,358  3 職員手当等 15,222一般財源
 2  青少年教育相談事業費　……………………  【青少年教育相談】

 4 共済費 10,236 72,635

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(教育指導費)
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 8 報償費 3,760  3  登校支援推進事業費　………………………  【青少年教育相談】

12,487

 9 旅費 3,834
 4  青少年教育相談センター運営協議会運営費  【青少年教育相談】

11 需用費 854 63

12 役務費 22  5  教育支援教室運営事業費　…………………  【青少年教育相談】

15,174

14 使用料及び賃借料 206
 6  青少年教育相談センター事務経費　………  【青少年教育相談】

18 備品購入費 180 237

　  2,607,368 　  2,868,448 △261,08010 小学校費

 5 学校管理費 　  1,087,256 786,547 300,709      342,100  1 報酬 148市 債 【職員課】

2,917
2,007  2 給料 1,571そ　の　他

     743,149  3 職員手当等 955一般財源

 4 共済費 391

11 需用費 479,543

12 役務費 44,344

13 委託料 234,197
 4  小学校運営事業費　………………………… 【教育施設課 ほか】

14 使用料及び賃借料 60,179 441,428

15 工事請負費 248,309  5  小学校維持管理事業費　……………………      【教育施設課】

49,213

18 備品購入費 17,236
 6  小学校維持補修事業費　……………………      【教育施設課】

19 負担金、補助及び交付金 383 161,082

 7  校舎等整備事業費（小学校）　……………      【教育施設課】

126,102
(1) 依知南小学校施設整備事業費 12,409
(2) 緑ケ丘小学校施設整備事業費 11,509
(3) 北小学校施設整備事業費 102,184

10 学校保健給食費 　  1,077,677 　  1,548,592 △470,915 12  1 報酬 1,385国庫支出金

24,700  2 給料 135,395市 債

10,509  3 職員手当等 108,707そ　の　他

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(1) 小学校特別教室冷暖房設備設置事業費

(2) 小学校体育館冷暖房設備設置事業費

 1  職員給与費　………………………………… 

 1  職員給与費　………………………………… 

263,649

【職員課】

 3  小学校校舎・体育館改修事業費（長寿命化    ）       【教育施設課】

263,139

 2  冷暖房設備設置事業費（小学校）　………      

43,375

40,196

3,179

【教育施設課】

(青少年教育相談セ

ンタ ー費)
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   1,042,456  4 共済費 47,693一般財源

 9 旅費 344

11 需用費 104,314

12 役務費 24,948

13 委託料 613,645

14 使用料及び賃借料 9,647

18 備品購入費 20,796

19 負担金、補助及び交付金 9,796

20 扶助費 904

23 償還金、利子及び割引料 103

15 教育振興費 254,437 343,337 △88,900 4,194  1 報酬 34,001国庫支出金

     250,243  3 職員手当等 5,564一般財源

 9 旅費 845

11 需用費 31,461

12 役務費 4,133

13 委託料 27,478

14 使用料及び賃借料 50,000

18 備品購入費 2,770

19 負担金、補助及び交付金 18,632
 4  小学校児童支援推進事業費　……………… 【教職員課】

20 扶助費 79,553 40,410

 5  カーボンニュートラル教育推進事業費（小      【教育指導課】

    学校）　……………………………………… 690

 6  小学校理科教育設備整備等事業費　……… 【学務課】

2,944

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(学校保健給食費)

(2) 小学校特別支援学級等就学奨励事業費

(1) 要保護及び準要保護児童就学援助事業費

 3  小学校就学支援事業費　…………………… 

79,856

【学務課】

73,911

5,945

(1) 特色ある学校づくり交付金 18,632

 2  教育研修・活動支援事業費（小学校）　…      

18,632

【教育指導課】

 1  教材等支援事業費（小学校）　…………… 

(1) 小学校教材等支援事業費

24,010

24,010

【学務課】

 3  小学校学校給食事業費　……………………      

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

小学校給食施設維持補修事業費

単独調理場維持管理事業費

単独調理場維持補修事業費

単独調理場運営事業費

小学校給食事業費

小学校給食調理経費

 4  学校給食施設改修事業費（長寿命化）　…      

25,776

【学校給食課】

8,197

83,230

52,019

583,124

14,681

11,857

753,108

【学校給食課】

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

健康診断事業費

保健室整備運営費

要保護及び準要保護児童医療費等経費

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

負担金

児童安全経費

14,350

9,094

904

9,704

1,092

 2  学校保健事業費（小学校）　……………… 【学務課】

35,144
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 7  小学校特別支援学級設備整備事業費　…… 【学務課】

4,842

 8  小学校情報教育機器維持管理事業費　……      【教育総務課】

83,053

20 学校給食センター 187,998 189,972 △1,974 1,909  1 報酬 211そ　の　他

費

     186,089  9 旅費 5一般財源

11 需用費 31,868

12 役務費 13,221

13 委託料 142,279

14 使用料及び賃借料 414

　  1,124,533 　  1,439,587 △315,05415 中学校費

 5 学校管理費 398,800 348,985 49,815 25,900  2 給料 8,591市 債

11,536  3 職員手当等 5,504そ　の　他

     361,364  4 共済費 2,692一般財源

 9 旅費 7

11 需用費 211,547

12 役務費 28,029 【教育施設課】

17,391

13 委託料 98,883

14 使用料及び賃借料 18,615

18 備品購入費 22,272

19 負担金、補助及び交付金 2,660  5  中学校運営事業費　………………………… 【教育施設課 ほか】

186,093

 6  中学校維持管理事業費　……………………      【教育施設課】

28,720

 7  中学校維持補修事業費　…………………… 【教育施設課 ほか】

111,181

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(教育振興費)

3  中学校校舎・体育館改修事業費（長寿命化　）       

26,626

【教育施設課】

 1  南部学校給食センター費　…………………      

32,923

144,488
9,561

211
815

187,998

【学校給食課】

(1) 南部学校給食センター維持管理事業費

(5) 南部学校給食センター事務費

(2) 南部学校給食センター運営事業費

(3) 南部学校給食センター維持補修事業費

(4) 学校給食センター運営委員会運営費

(1) 中学校校庭整備事業費

 4  校庭整備事業費（中学校）　………………      

9,361

【教育施設課】

9,361

 1  職員給与費　………………………………… 

16,787

【職員課】

(1)

(2)

中学校特別教室冷暖房設備設置事業費

中学校体育館冷暖房設備設置事業費

 2  冷暖房設備設置事業費（中学校）　………      

20,537

6,089
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 8  中学校夜間学級運営負担金　………………      【教育総務課】

2,641

10 学校保健給食費 34,220 319,094 △284,874 12  9 旅費 4国庫支出金

3,304 11 需用費 6,745そ　の　他

30,904 12 役務費 4,000一般財源

13 委託料 12,724

14 使用料及び賃借料 3,696

18 備品購入費 473  2  中学校学校給食事業費　……………………      【学校給食課】

10,070

19 負担金、補助及び交付金 5,295 (1) 中学校給食事業費 5,031
(2) 中学校給食調理経費 5,039

20 扶助費 1,174

23 償還金、利子及び割引料 109

15 教育振興費 187,089 251,321 △64,232 3,955  1 報酬 10,819国庫支出金

2,822  3 職員手当等 1,013県支出金

     180,312  8 報償費 7,800一般財源

 9 旅費 1,286

11 需用費 17,410

12 役務費 2,444

13 委託料 16,997

14 使用料及び賃借料 40,553

18 備品購入費 3,143
 4  カーボンニュートラル教育推進事業費（中      【教育指導課】

19 負担金、補助及び交付金 22,202     学校）　……………………………………… 390

20 扶助費 63,422  5  部活動等支援事業費　………………………      【教育指導課】

23,603
(1) 部活動指導協力者配置事業費 7,800
(2) 部活動指導員配置事業費 5,379
(3) 部活動振興交付金 3,629
(4) 部活動の地域移行事業費 395

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(学校管理費)

(1) 健康診断事業費

(2) 保健室整備運営費

(3) 要保護及び準要保護生徒医療費等経費

(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

負担金

(5) 生徒安全経費

 1  学校保健事業費（中学校）　……………… 

(1)

(2)

要保護及び準要保護生徒就学援助事業費

中学校特別支援学級就学奨励事業費

58,825

4,876

 3  中学校就学支援事業費　…………………… 【学務課】

63,701

(1) 中学校教材等支援事業費

 1  教材等支援事業費（中学校）　…………… 

14,092

14,092

【学務課】

584

5,256

1,174

9,388
7,748

24,150

【学務課】

 2  教育研修・活動支援事業費（中学校）　…      

 (1) 特色ある学校づくり交付金

【教育指導課】

12,173

12,173
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(5) 関東・全国大会等派遣費補助金 6,400

 6  中学校理科教育設備整備等事業費　……… 【学務課】

1,936

 7  中学校特別支援学級設備整備事業費　…… 【学務課】

3,140

 8  中学校情報教育機器維持管理事業費　……      【教育総務課】

60,710

 9  中学校少人数学級実施事業費　…………… 【教職員課】

7,344

20 学校給食センター 504,424 520,187 △15,763 2,718  9 旅費 20そ　の　他

費

     501,706 11 需用費 61,657一般財源

12 役務費 819 442,158

13 委託料 393,758

14 使用料及び賃借料 109

17 公有財産購入費 48,061

　  2,236,285 　  1,514,234 722,05120 社会教育費

 5 社会教育総務費 312,799 312,940 △141 1,392  1 報酬 3,865  1  職員給与費　…………………………………県支出金  【職員課】

292,741

20  2 給料 132,659そ　の　他
 2  人権教育・啓発推進事業費　………………      【社会教育課】

     311,387  3 職員手当等 112,739一般財源 911

 4 共済費 48,826  3  家庭教育支援事業費　………………………      【社会教育課】

3,380

 8 報償費 2,668 (1) 家庭教育学級交付金 3,120
(2) 家庭教育情報提供事業費 260

 9 旅費 459

11 需用費 1,960

12 役務費 152

13 委託料 1,937  5  地域学校協働活動事業費　…………………      【社会教育課】

4,459

14 使用料及び賃借料 497

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(教育振興費)

504,424

【学校給食課】

69
623

61,574

 1  北部学校給食センター費　…………………      

(1) 北部学校給食センター維持管理事業費

(4) 北部学校給食センター事務費

(2) 北部学校給食センター運営事業費

(3) 北部学校給食センター維持補修事業費

(1) 地域子ども教室運営事業交付金

 4  地域子ども教室推進事業費　………………      

2,994

2,994

【社会教育課】

21



19 負担金、補助及び交付金 7,037  6  厚木ユネスコ協会育成補助金　……………      【社会教育課】

70

 7  社会教育集会所維持管理事業費　…………      【社会教育課】

3,089

 8  社会教育委員会議運営費　…………………      【社会教育課】

1,028

20 公民館費 　  1,347,255 687,298 659,957      247,028  1 報酬 22,311国庫支出金

     441,900  2 給料 146,143市 債

1,972  3 職員手当等 130,073そ　の　他

     656,355  4 共済費 55,292一般財源

 9 旅費 186
 3  公民館活動事業費　…………………………      【社会教育課】

11 需用費 82,585 24,068

12 役務費 10,195  4  公民館維持管理事業費　……………………      【社会教育課】

74,651

13 委託料 168,148
 5  公民館運営事業費　…………………………      【社会教育課】

14 使用料及び賃借料 20,037 88,946

15 工事請負費 651,363  6  公民館維持補修事業費　……………………      【社会教育課】

67,176

18 備品購入費 30,888
 7  公民館改修事業費（長寿命化）　…………      【社会教育課】

19 負担金、補助及び交付金 16,739 12,630

22 補償、補填及び賠償金 898  8  公共用地取得事業特別会計繰出金　………      【社会教育課】

12,397

28 繰出金 12,397

25 図書館費 312,999 245,456 67,543 310  1 報酬 33,713そ　の　他

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(社会教育総務費)

(1)

(2)

厚木北公民館整備事業費

厚木北公民館整備事業費（継続費）

 2  公民館整備事業費　…………………………      

735,879

53,588

682,291

【社会教育課】

 1  職員給与費　………………………………… 

331,508

【職員課】

 9  ＰＴＡ支援事業費　…………………………      

620
(1) 市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会支援事業補助金 620

【社会教育課】

10  社会教育事務経費　…………………………      【社会教育課】

3,507
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     312,689  2 給料 2,292  1  中央図書館運営事業費　……………………一般財源       【中央図書館】

248,389

 3 職員手当等 1,646 (1) 中央図書館運営事業費 162,978
(2) 資料整備事業費 27,491

 4 共済費 887 (3) 情報機器整備事業費 57,920

 8 報償費 956  2  図書館協議会運営費　………………………      【中央図書館】

144

 9 旅費 1,102
 3  大学図書館・公民館図書室等ネットワーク      【中央図書館】

11 需用費 17,602     事業費　……………………………………… 38,805

12 役務費 975  4  図書館整備事業費　…………………………      【中央図書館】

17,345

13 委託料 207,334
 5  子ども読書活動推進事業費　………………      【中央図書館】

14 使用料及び賃借料 22,856 1,716
(1) ブックスタート事業費 416

18 備品購入費 23,562 (2) 子ども読書活動推進事業費 1,300

19 負担金、補助及び交付金 74  6  電子図書館事業費　…………………………      【中央図書館】

6,600

55 シティプラザ公共 138,505 136,452 2,053 13,419 11 需用費 52,878  1  シティプラザ維持管理事業費　……………そ　の　他  【青少年課】

施設維持管理費 135,505

     125,086 12 役務費 2,125一般財源
 2  シティプラザ維持補修事業費　…………… 【青少年課】

13 委託料 81,780 3,000

14 使用料及び賃借料 1,716

19 負担金、補助及び交付金 6

60 文化財保護費 124,727 132,088 △7,361 3,000  1 報酬 6,655  1  あつぎ郷土博物館活動推進事業費　………国庫支出金     【文化財保護課】

16,759

1,000  2 給料 11,143 (1) あつぎ郷土博物館活動推進事業費県支出金 2,686
(2) あつぎ郷土博物館特別展示事業費 14,073

1,315  3 職員手当等 7,714そ　の　他
 2  市史編さん事業費　…………………………    【文化財保護課】

     119,412  4 共済費 4,745一般財源 15,530

 8 報償費 8,490  3  文化財事業費　………………………………    【文化財保護課】

883

 9 旅費 800
 4  埋蔵文化財事業費　…………………………    【文化財保護課】

11 需用費 12,570 22,903

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(図書館費)
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12 役務費 3,546  5  遺跡・史跡公園事業費　……………………    【文化財保護課】

7,496

13 委託料 44,814
 6  郷土芸能事業費　……………………………    【文化財保護課】

14 使用料及び賃借料 21,157 3,067

19 負担金、補助及び交付金 3,093  7  文化財保護保存補助金等交付事業費　……    【文化財保護課】

3,076
(1) 指定無形民俗文化財育成補助金 540
(2) 指定文化財保存修理等補助金 609
(3) 市指定文化財保存管理奨励交付金 1,065
(4) 郷土芸能伝承補助金 270
(5) 郷土芸能振興支援事業交付金 592

 8  あつぎ郷土博物館事業費　…………………    【文化財保護課】

55,013
(1) あつぎ郷土博物館維持管理事業費 22,895
(2) あつぎ郷土博物館運営事業費 25,317
(3) 古民家岸邸運営事業費 6,801

759,863 667,820 92,04325 保健体育費

 5 保健体育総務費 245,180 261,442 △16,262 5,101  1 報酬 3,295  1  職員給与費　…………………………………そ　の　他  【職員課】

142,963

     240,079  2 給料 58,273一般財源
 2  市民スポーツ推進事業費　…………………  【スポーツ推進課】

 3 職員手当等 61,773 20,672

 4 共済費 22,917

 8 報償費 2,159

 9 旅費 665
 3  社会体育指導者養成事業費　………………  【スポーツ推進課】

11 需用費 1,629 4,639

12 役務費 307  4  競技力向上支援事業費　……………………  【スポーツ推進課】

1,825

13 委託料 9,251 (1) 競技団体選手強化事業交付金 40
(2) 全国大会等出場奨励事業費 1,785

14 使用料及び賃借料 1,386
 5  スポーツ推進審議会運営費　………………  【スポーツ推進課】

19 負担金、補助及び交付金 83,525 348

 6  体育大会開催事業費　………………………  【スポーツ推進課】

8,960
(1) 体育大会開催事業費 8,710

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(文化財保護費)

388

13,867

4,780

1,637

(1) 市民スポーツ活動推進事業費

(2) スポーツ推進事業補助金

(3) あつぎスポーツアカデミー推進事業補助金

(4) 市民体力向上推進事業費
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(2) 全国スポーツ大会等補助金 250

 7  体育大会選手派遣事業費　…………………  【スポーツ推進課】

348

 8  体育団体育成事業費　………………………  【スポーツ推進課】

62,924
(1) スポーツ協会補助金 62,246
(2) レクリエーション協会補助金 296
(3) スポーツ少年団連絡協議会補助金 252
(4) 体育振興会長連絡協議会補助金 130

 9  スポーツ合宿誘致事業補助金　……………  【スポーツ推進課】

1,500

10  スポーツ交流事業費　………………………  【スポーツ推進課】

381

11  スポーツ振興事務経費　……………………  【スポーツ推進課】

620

10 体育施設費 514,683 406,378 108,305      106,300  2 給料 11,024  1  グラウンド・ゴルフ場整備事業費　………市 債   【スポーツ推進課】

104,413

29,171  3 職員手当等 7,319そ　の　他
 2  学校体育施設開放事業費　…………………  【スポーツ推進課】

     379,212  4 共済費 3,265一般財源 506

 8 報償費 2,054  3  学校体育施設開放維持補修事業費　………  【スポーツ推進課】

5,082

 9 旅費 24
 4  体育施設維持管理事業費　…………………  【スポーツ推進課】

11 需用費 30,939 60,505

12 役務費 50,046  5  体育施設維持補修事業費　…………………  【スポーツ推進課】

9,008

13 委託料 249,527
 6  及川球技場維持管理事業費　………………  【スポーツ推進課】

14 使用料及び賃借料 11,194 30,353

15 工事請負費 98,763  7  及川球技場維持補修事業費　………………  【スポーツ推進課】

2,750

16 原材料費 1,782
 8  南毛利スポーツセンター維持管理事業費   【スポーツ推進課】

19 負担金、補助及び交付金 48,746 46,238

 9  猿ヶ島スポーツセンター維持管理事業費   【スポーツ推進課】

25,129

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

５０教育費

区　分

（単位：千円）

(保健体育総務費)
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10  猿ヶ島スポーツセンター維持補修事業費   【スポーツ推進課】

34,364

11  玉川野球場維持管理事業費　………………  【スポーツ推進課】

30,079

12  玉川野球場維持補修事業費　………………  【スポーツ推進課】

7,083

13  東町スポーツセンター維持管理事業費　…  【スポーツ推進課】

121,749

14  東町スポーツセンター維持補修事業費　…  【スポーツ推進課】

5,500

15  体育施設事務経費　…………………………  【スポーツ推進課】

197

16  スポーツの聖地検討事業費　………………  【スポーツ推進課】

9,240
(1) スポーツの聖地計画策定事業費 9,240

60 公債費 　  5,559,755 　  5,353,662 206,093

　  5,559,755 　  5,353,662 206,093 5 公債費

 5 元金 　  5,028,210 　  4,886,925 141,285 66,791 23 償還金、利子及び割引料 　  5,028,210  1  市債元金償還金　……………………………そ　の　他      【財政課 ほか】

     5,028,210

   4,961,419一般財源

10 利子 531,545 466,737 64,808 69 23 償還金、利子及び割引料 531,545  1  市債利子　……………………………………そ　の　他      【財政課 ほか】

530,545

     531,476一般財源
 2  一時借入金利子　…………………………… 【財政課】

1,000

70 予備費 100,000 100,000 0

100,000 100,000 0 5 予備費

 5 予備費 100,000 100,000 0      100,000一般財源

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目

金　　額 区 分 金　　額

説 明
節

区　分

（単位：千円）

(体育施設費)

　103,800,000 　 92,300,000 　 11,500,000歳　　出　　合　　計

５０教育費　６０公債費　７０予備費

100,000

1  予備費　………………………………………      【財政課】

17  猿ヶ島汚泥貯留地上部利用施設関連維持管    【下水道施設課】

    理事業費　…………………………………… 22,487
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第３表 債務負担行為 

                                （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

学校水泳指導業務委託経費 

（令和６年度分） 
令和７年度 23,903 

拠点ネットワーク環境構築業務委託

経費（令和６年度分） 
令和７年度 5,657 

小中学校ＬＡＮ配線等業務委託経費

（令和６年度分） 
令和７年度 2,574 

教育情報ネットワークシステム利用

料（令和６年度分） 
令和７年度～令和12年度 1,120,020 

校務支援システム利用料 

（令和６年度分） 
令和７年度～令和12年度 230,020 

拠点ネットワーク運用設備利用料

（令和６年度分） 
令和７年度～令和12年度 135,942 

小中学校特別教室冷暖房設備賃借料

（令和６年度分） 
令和７年度～令和16年度 369,808 

小中学校体育館冷暖房設備賃借料

（令和６年度分） 
令和７年度～令和16年度 250,080 

北小学校校舎改修・改築設計委託経

費（令和６年度分） 
令和７年度 142,901 

依知南小学校什器等移転支援業務委

託経費（令和６年度分） 
令和７年度 6,782 

依知南小学校物品廃棄業務委託経費

（令和６年度分） 
令和７年度 3,000 

単独調理場殺虫殺菌業務委託経費

（令和６年度分） 
令和７年度 225 

単独調理場排水処理施設保守点検業

務委託経費（令和６年度分） 
令和７年度 1,089 

学校給食従事職員細菌培養検査業務

経費（令和６年度分） 
令和７年度 96 

単独調理場校給食配膳業務委託経費

（令和６年度分） 
令和７年度～令和９年度 47,145 
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事項 期間 限度額 

小中学校牛乳パック収集・運搬業務

委託経費（令和６年度分） 
令和７年度 958 

依知南小学校仮設校舎ネットワーク

構築業務委託経費（令和６年度分） 
令和７年度 2,604 

南部学校給食センター配送業務委託

経費（令和６年度分） 
令和７年度～令和９年度 116,856 

南部学校給食センター調理等業務委

託経費（その２）（令和６年度分） 
令和７年度 8,587 

南部学校給食センター排水処理施設

維持管理業務委託経費 

（令和６年度分） 

令和７年度 78 

中学校受変電設備改修・更新事業経

費（令和６年度分） 
令和７年度 528,401 

図書館用新聞記事データベース使用

料（令和６年度分） 
令和７年度 88 

図書等搬送業務委託経費 

（令和６年度分） 
令和７年度 674 

あつぎ郷土博物館環境調査業務委託

経費（令和６年度分） 
令和７年度 242 

スポーツの聖地づくり基本構想・基

本計画策定支援業務委託経費 

（令和６年度分） 

令和７年度 13,860 
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第４表 地方債 
                              （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

小学校給食施設整備事

業 
24,700 

普通貸借又は証

券発行。 

なお、起債の全部

又は一部を翌年

度へ繰り越して

借り入れること

ができる。 

 

年3.0％以内 

(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる政府資金

等について、利

率の見直しを行

った後において

は、当該見直し

後の利率） 

 

償還期間は、据置

期間を含め30年

以内。 

ただし、財政上の

都合により償還

期限を短縮し、繰

上償還し、又は低

利債に借り換え

ることができる。 

小学校整備事業 342,100 

中学校整備事業 25,900 

公民館改修事業 23,500 

厚木北公民館整備事業 418,400 

体育施設整備事業 106,300 

計 940,900   
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参考資料１

〔一般会計〕歳入 「ほか」と記載がある箇所の内訳
（単位：千円）

50 使用料及び手数料
5 使用料

50 教育使用料 10 小学校使用料 〔2ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
行政財産使用料 351

教育施設課 348
学校給食課 3

15 中学校使用料 〔2ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
行政財産使用料 205

教育施設課 183
学校給食課 22

20 社会教育使用料 〔2ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
行政財産使用料 358

社会教育課 138
文化財保護課 9
青少年課 211

85 諸収入
25 雑入

15 雑入 50 教育費雑入 〔10ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
その他雑入 6,185

教育施設課 その他雑入（教育施設課分） 810
教育施設課 その他雑入（小中学校太陽光発電分） 1,200
学校給食課 その他雑入（南部学校給食センター分） 148
学校給食課 雇用保険受入金（学校給食課分） 23
学校給食課 その他雑入（学校給食課分） 611
学校給食課 小学校給食費遅延損害金 1
学校給食課 中学校給食費遅延損害金 1
学校給食課 小学校給食費支払督促等申立手数料 3
学校給食課 中学校給食費支払督促等申立手数料 3
学務課 雇用保険料受入金（学務課分） 13
教育指導課 雇用保険料受入金（教育指導課分） 51
教育研究所 雇用保険料受入金（教育研究所分） 52
青少年教育相談センター 雇用保険料受入金（青少年教育相談センター） 376
社会教育課 その他雑入（社会教育課分） 1,251
社会教育課 雇用保険料受入金（社会教育課分） 16
社会教育課 その他雑入（公民館太陽光発電分） 109
スポーツ推進課 その他雑入（スポーツ推進課分） 111
スポーツ推進課 雇用保険料受入金（スポーツ推進課分） 66
文化財保護課 その他雑入（文化財保護課分） 993
文化財保護課 雇用保険料受入金（文化財保護課分） 37
中央図書館 図書館資料複写収入 230
中央図書館 その他雑入（中央図書館分） 48
中央図書館 臨時職員雇用保険料受入金（中央図書館分） 32

款　　項　　目 節 説　　　　明　　　　欄
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〔一般会計〕歳出 「ほか」と記載がある箇所の内訳
（単位：千円）

50 教育費
5 教育総務費

10 事務局費 〔13ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
事務局運営費 113,447

教育総務課 112,892
教育施設課 555

10 小学校費
5 学校管理費 〔17ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】

小学校運営事業費 441,428
教育総務課 6,125
教育施設課 377,923
学務課 57,380

15 中学校費
5 学校管理費 〔19ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】

中学校運営事業費 186,093
教育総務課 3,675
教育施設課 141,678
学務課 40,740

〔19ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
中学校維持補修事業費 111,181

教育施設課 98,843
学校給食課 12,338

款　　項　　目 説　　　　明　　　　欄
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（議案第５号 参考資料２） 

 

 

 

令和６年度教育委員会当初予算主要事業 
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

1
小中学校通学区
域再編成委員会
運営費

  市立小・中学校の適正規模・適正配置を
図るため、教育委員会の諮問に応じ、適正
な通学区域の再編成に関する事項を審議す
る小中学校通学区域再編成委員会を運営し
ます。

1,637 教育総務課 3

2
小中学校学校施
設最適化推進事
業費

　老朽化が進んだ南毛利中学校体育館の建
て替え整備に係る基本計画策定支援業務委
託を行います。

14,721 教育施設課 3

3
小学校特別教室
冷暖房設備設置
事業費

　児童が快適な教育環境の中で安心して安
全に学校生活を送ることができるよう、特
別教室等へ冷暖房設備の設置を行います。

[設置校]　４校

40,196 教育施設課 3

4 （新）

小学校体育館冷
暖房設備設置事
業費

　児童の安心・安全で快適な教育環境の確
保及び避難所としての機能強化を図るた
め、体育館へ冷暖房設備の設置を行いま
す。

[設置校]　３校

3,179 教育施設課 3

5
小学校校舎・体
育館改修事業費
（長寿命化）

　児童が快適な教育環境の中で安心して安
全に学校生活を送ることができるよう、受
変電設備改修工事及び次年度以降の工事に
向け、長寿命化（機能回復・機能向上）改
修設計委託を行います。

［工事］
・受変電設備３校（愛甲小、玉川小、戸室
小）
［設計委託］
・長寿命化（機能回復）１校（妻田小）
・長寿命化（機能向上）１校（北小）

263,139 教育施設課 3

6
依知南小学校施
設整備事業費

　老朽化が進んだ依知南小学校中央棟校舎
及び西棟校舎の建て替え整備をDB方式（詳
細設計付）により執行するため、事業者選
定支援業務委託を行います。

12,409 教育施設課 3

7
緑ケ丘小学校施
設整備事業費

　老朽化が進んだ緑ケ丘小学校東棟校舎及
び西棟校舎の建て替え整備をDB方式（詳細
設計付）により執行するため、事業者選定
支援業務委託を行います。

11,509 教育施設課 3

8 （新）
北小学校施設整
備事業費

　老朽化が進んだ北小学校南棟校舎の建て
替え整備に係る基本設計・実施設計等を行
います。

102,184 教育施設課 3

教育総務部

令和６年度教育委員会当初予算主要事業一覧

事業名

                 （新）・・・新規事業　　　　　　　(単位：千円)
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

9 （新）

中学校特別教室
冷暖房設備設置
事業費

　生徒が快適な教育環境の中で安心して安
全に学校生活を送ることができるよう、特
別教室等へ冷暖房設備の設置を行います。

[設置校]　５校

6,089 教育施設課 3

10 （新）

中学校体育館冷
暖房設備設置事
業費

　生徒の安心・安全で快適な教育環境の確
保及び避難所としての機能強化を図るた
め、体育館へ冷暖房設備の設置を行いま
す。

[設置校]　11校
[設計委託]　１校

20,537 教育施設課 3

11
中学校校舎・体
育館改修事業費
（長寿命化）

　生徒が快適な教育環境の中で安心して安
全に学校生活を送ることができるよう、受
変電設備改修工事等に着手するとともに、
次年度以降の工事に向け、長寿命化（機能
回復）改修設計委託及び受変電設備改修設
計委託を行います。

［工事・修繕］
・受変電設備６校（林中、藤塚中、睦合
中、荻野中、睦合東中、森の里中）
［設計委託］
・長寿命化（機能回復）１校（依知中）
・受変電設備１校（玉川中）

17,391 教育施設課 3

12
中学校校庭整備
事業費

　生徒が快適な屋外施設環境の中で安心し
て安全に学校生活を送ることができるよ
う、次年度以降の工事に向け、グラウンド
改修の設計等を行います。

[測量及び設計委託]　１校（玉川中）

9,361 教育施設課 3

13 （新）
学校給食事業特
別会計繰出金

　児童・生徒分（生活保護、就学援助を除
く）及び学校給食の実施に必要な学校給食
用食材に係る費用を一般会計で計上し学校
給食事業特別会計に繰り出します。

663,699 学校給食課 1

14 （新）

学校給食事業特
別会計繰出金
（就学援助分）

　児童・生徒分（就学援助）の学校給食用
食材に係る費用を一般会計で計上し学校給
食事業特別会計に繰り出します。

127,371 学校給食課 1

15 （新）

学校給食事業特
別会計繰出金
（地場農産物
分）

　学校給食用食材としての地場農産物購入
に係る費用を一般会計で計上し学校給食事
業特別会計に繰り出します。

8,888 学校給食課 1

16 （新）

小中学校学校給
食費相当額助成
事業費

　市立小・中学校に通う食物アレルギー等
の事情で給食の提供を受けられない児童・
生徒及び私立小・中学校の在学者等の保護
者に対し、学校給食費相当額を申請により
給付します。

42,692 学校給食課 1

17
学校給食施設改
修事業費（長寿
命化）

　単独調理場の長寿命化を図るため、予防
保全工事に係る設計委託を行います。

[対象施設] 厚木第二小学校 単独調理場

25,776 学校給食課 1

35



事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

18
児童・生徒登下
校等安全推進事
業費

　児童・生徒が安心して登下校できるよう
にするため、防犯ブザーの配布や学童通学
誘導員の配置等を行います。

7,898 学務課 3

19
小学校教材等支
援事業費

　保護者の経済的負担の軽減を図るため、
図工科、家庭科を中心とした教材に必要な
消耗品を購入します。

24,010 学務課 1

20
要保護及び準要
保護児童就学援
助事業費

　教育の機会均等を図るため、経済的な理
由により就学が困難な児童の保護者に、学
用品等の経費の一部を支給します。

73,911 学務課 4

21
中学校教材等支
援事業費

　保護者の経済的負担の軽減を図るため、
音楽科、美術科、技術・家庭科を中心とし
た教材に必要な消耗品を購入します。

14,092 学務課 1

22
要保護及び準要
保護生徒就学援
助事業費

　教育の機会均等を図るため、経済的な理
由により就学が困難な生徒の保護者に、学
用品等の経費の一部を支給します。

58,825 学務課 4

23
英語教育推進事
業費

  児童・生徒に国際理解の素地を培い、英
語によるコミュニケーション能力を育む英
語教育を推進するため、市立小・中学校に
英語を母語とする外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）を配置します。

54,175 教育指導課 1

24
グローバル教育
交流事業費

　ニュージーランドや友好都市等との交流
を活性化し、児童・生徒の国際理解の促進
を図るとともに、教員の英語力及び教授法
の向上を図ります。

6,840 教育指導課 1

25
特別支援教育推
進事業費

  特別な支援を必要とする児童・生徒に対
する総合的な支援体制を整備するため、市
立小・中学校に学校教育指導員を派遣する
ほか、特別支援教育介助員の配置等を行い
ます。

145,761 教育指導課 4

26
インクルーシブ
教育推進事業費

　全ての児童・生徒ができるだけ同じ教室
で学ぶ、インクルーシブ教育の実現に向け
た支援体制づくり及び環境整備等について
研究を行うとともに、情報共有を図りま
す。

360 教育指導課 4

27 （新）
睡眠教育推進事
業費

　アンケートやアプリを活用した睡眠・朝
食状況調査をモデル校で実施し、睡眠教育
（眠育）の観点を加えた取組を進めること
で、子どもの基本的な生活習慣の育成や学
校生活の充実を図ります。

701 教育指導課 1

28
外国籍児童・生
徒等支援事業費

　日本語が理解できず学校生活に支障をき
たす外国籍児童・生徒及び帰国児童・生徒
に対し、指導や支援の充実を図ることに
よって、国際社会における多様性に対応し
た教育環境の充実を推進します。

22,025 教育指導課 4

学校教育部
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

29
小中一貫教育推
進事業費

　小・中学校９年間を見通した教育課程編
成及び指導方法の工夫改善の在り方の研究
を通して、学力向上をはじめとした小中一
貫教育の効果を生み出すための取組を推進
します。

299 教育指導課 1

30
学校支援プロ
ジェクト推進事
業費

　いじめ、暴力行為などの問題行動や学校
を取り巻く課題に対し、適切に対応するた
め、プロジェクトチームを組織し、当該児
童・生徒指導の在り方について、学校を支
援します。

3,366 教育指導課 4

31

インターナショ
ナルセーフス
クール推進事業
費

　インターナショナルセーフスクールの考
え方や手法を用い、児童・生徒がより安
心・安全に過ごすことができる学校づくり
を支援します。また、清水小学校、妻田小
学校及び睦合東中学校の再認証に向けた取
組を実施します。

720 教育指導課 3

32
ＳＥＬ教育基金
事業費

　厚木市ＳＥＬ教育基金条例に基づき、確
かな学力を身に付けた心豊かで健康な児童
及び生徒を育成するために、厚木こども科
学賞、理科・科学教育推進のための事業等
を実施します。

1,422 教育指導課 1

33
特色ある学校づ
くり交付金

　特色ある学校づくりを目指す児童・生徒
の学習活動及び教職員の教育活動や教育の
質の向上を目指す活動に対して必要な経費
を交付します。

30,805 教育指導課 1

34 （新）
部活動の地域移
行事業費

　（仮称）部活動地域移行検討委員会を設
置し、休日の地域クラブ活動の在り方に関
する基本方針を策定します。

395 教育指導課 2

35
小学校児童支援
推進事業費

　不登校やいじめ、問題行動などに対し
て、きめ細かな対応ができるように、小学
校に非常勤講師を派遣し、落ち着いた学校
生活や学力の向上を図ります。

40,410 教職員課 1

36
中学校少人数学
級実施事業費

　学校の実態に応じて少人数の学級編制を
行うため、中学校に非常勤講師を派遣し、
生徒一人一人に対してきめ細かな指導を行
うことにより、学力の向上や問題行動と不
登校の減少を図ります。

7,344 教職員課 1

37
教育調査研究部
会運営費

　教育の新たな動向や今日的な課題に対応
するため、教職員等で構成する研究部会を
テーマごとに設け、毎月１回程度部会を開
き、課題解決に向けての調査研究や、教
材・資料の作成を行います。また、各校の
情報教育の担当者に対し、情報教育推進連
絡会を開催します。

297 教育研究所 2

38
教育資料提供事
業費

　学校・家庭・地域社会における教育を支
援するため、児童・生徒用の教材や、研究
の成果をまとめた研究紀要等を作成・提供
します。また、教職員を始めとする教育関
係者の実践をまとめた教育実践記録集の発
行や、教育に関する資料の収集・提供を行
います。

3,171 教育研究所 2
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

39
先生のための研
修事業費

　教育に関する国・県の動向や今日的課題
を踏まえた希望制研修、各学校の担当者等
の専門性の向上を図るための指定研修、初
任者研修、新規臨時的任用教員研修、教育
研究発表会・教育講演会等を実施し、教職
員の資質・指導力の向上を図ります。

1,000 教育研究所 2

40
青少年教育相談
事業費

　児童・生徒とその保護者等が抱える課題
の改善のため、来所相談や家庭訪問、小学
校へのスクールカウンセラーの派遣、小・
中学校へのこころスマイル支援員の配置等
による相談活動を行います。また、複雑・
多様化する課題の深刻化を防ぐために、関
係機関等と連携し早期改善を目指します。

72,635
青少年教育
相談セン
ター

4

41
登校支援推進事
業費

　不登校を未然に防ぐため、毎月実施する
学校計画訪問を通して状況把握を行い、課
題改善に向けた校内の教育相談体制の構築
を支援し、学校と連携した様々な対策を実
施します。
　また、不登校児童・生徒が安心して落ち
着ける居場所「校内教育支援センター　フ
リールーム」における支援の充実に取り組
み、不登校の改善や社会的自立を目指しま
す。

12,487
青少年教育
相談セン
ター

4

42
教育支援教室運
営事業費

　不登校児童・生徒が、小集団での学習や
体験活動を通して心の安定を図り、社会的
自立を目指していけるように、個に応じた
支援や学習指導を行います。また、保護者
を対象にセミナーを行い、情報交換と保護
者同士のネットワークづくりを推進しま
す。

15,174
青少年教育
相談セン
ター

4

43
家庭教育情報提
供事業費

　家庭教育の必要性や重要性を啓発すると
ともに、家庭教育に必要な情報を提供する
ために、講演会等を実施します。

260 社会教育課 5

44
地域学校協働活
動事業費

　荻野地区、南毛利地区、相川地区及び緑
ケ丘地区に地域学校協働活動推進員を配置
します。
　また、協働活動を推進するために必要な
情報提供や、各地区等の実践事例などを、
関係団体や地域の方に学習していただき、
全市で情報共有を図るためにフォーラムを
開催します。

4,459 社会教育課 5

45
厚木北公民館整
備事業費

　令和７年４月供用開始に向けて開館に必
要な準備を進めます。

53,588 社会教育課 6

46
厚木北公民館整
備事業費（継続
費）

　厚木北公民館再整備に向けて、新築工事
を完了させ、令和７年４月供用開始を目指
します。

（継続費）
令和５年度～令和６年度
総額　1,280,591千円

鉄筋コンクリート造　地上３階建て
延床面積約1,928㎡

682,291 社会教育課 6

社会教育部
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

47
市民スポーツ活
動推進事業費

　多くの市民にスポーツに触れ合う機会を
提供するため、ニュースポーツを体験する
スポーツなじみＤＡＹなどを開催します。

・[一市民一スポーツ運動]の推進
・スポーツなじみＤＡＹ（年３回）

388
スポーツ推
進課

8

48
スポーツ推進事
業補助金

　生涯スポーツの普及・推進を図るため
（公財）厚木市スポーツ協会が行うスポー
ツ推進事業に要する経費に対して補助金を
交付します。

・スポーツ大会開催事業
・スポーツ教室開催事業
・指導者養成事業他

13,867
スポーツ推
進課

8

49
あつぎスポーツ
アカデミー推進
事業補助金

　全国大会等に出場するトップアスリート
の輩出を目的に（公財）厚木市スポーツ協
会が行うアカデミー推進事業に要する経費
に対して補助金を交付します。

・ジュニア育成事業（運動能力開発、競技
力向上）
・指導者養成事業

4,780
スポーツ推
進課

8

50 （拡）
市民体力向上推
進事業費

　幼児から高齢者までの幅広い世代の体力
向上や健康増進を図るために著名人による
講演会等の実施や学校法人日本体育大学と
の連携を通じて、市民のスポーツへの関心
を高め、スポーツ人口の拡大とトップアス
リートの輩出を図ります。

1,637
スポーツ推
進課

8

51 （新）
スポーツ合宿誘
致事業補助金

　市民のスポーツに対する関心を高め、市
内スポーツ団体等の更なる競技力の向上を
図るとともに、スポーツ合宿等を通じた交
流人口の拡大や地域経済の活性化等を推進
するため、市内スポーツ施設等を使用し、
かつ市内宿泊施設に宿泊し合宿等を行う市
外のスポーツ団体及び個人を対象に補助金
を交付します。

1,500
スポーツ推
進課

8

52
グラウンド・ゴ
ルフ場整備事業
費

　及川グラウンド・ゴルフ場の進入路整備
工事等を行います。

104,413
スポーツ推
進課

8

53 （新）

猿ヶ島スポーツ
センター維持補
修事業費

　市内企業から市に空調機の寄付が検討さ
れていることから、猿ヶ島スポーツセン
ターの体育室に空調機を設置する場合の費
用を計上します。

34,364
スポーツ推
進課

8

54 （新）
スポーツの聖地
計画策定事業費

　スポーツの聖地となる施設の整備を目指
して、整備方針を示す基本構想・基本計画
の策定を進めます。

9,240
スポーツ推
進課

8

55
あつぎ郷土博物
館活動推進事業
費

  博物館活動の推進を図り、生涯学習の拠
点として、ふるさと厚木の文化や歴史、自
然に触れて郷土愛を育むとともに、生涯に
わたって学べる機会の充実を図ります。

2,686
文化財保護
課

7
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

56
あつぎ郷土博物
館特別展示事業
費

　郷土博物館が行ってきた歴史、民俗、生
物分野に関する研究や調査の知見に基づ
き、得られた成果を特別展や企画展として
公開するとともに講演会等を実施します。

・特別展「ドグウ集まれ！」（10月12日～
12月８日）
・企画展「夢虫になる夏が来る！」（７月
～９月）
・企画展「灯りの道具」（１月～３月）
・地域展「地域再発見！４　荻野地域」
（３月末～６月）

14,073
文化財保護
課

7

57
市史編さん事業
費

　本市の歴史的変遷をまとめるため、資料
の調査、市史の編集作業等を実施するとと
もに、市史編さん事業を広く周知するた
め、『厚木市史資料叢書』及び『厚木市史
たより』を発行します。

15,530
文化財保護
課

7

58 郷土芸能事業費

　市内に伝わる郷土芸能の継承と普及のた
めに、保育施設、小・中学校、公民館等を
対象とした事業を実施します。
　また、後継者育成のため、郷土芸能学校
を開校します。

・郷土芸能普及公演
・郷土芸能出前体験教室
・郷土芸能学校
・郷土芸能まつり
・第52回相模人形芝居大会（４市５団体）
・第46回相模ささら踊り大会（６市８団
体）

3,067
文化財保護
課

7

59
電子図書館事業
費

　24時間365日、スマートフォン等で閲覧で
きる電子図書館について、電子書籍の充実
を図ります。

6,600 中央図書館 7
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議案第６号 
 
 
   令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算について 
 
 
 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算について、別紙のとおり同意する。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 令和６年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



本 　年 　度 前 　年 　度 比　　　　較

２　歳　入

区　　　　　分

節

金　　　　額
説　　　　　　　　　明款　　　　　　　　項　　　　　　　　目

部課：社会教育部　　社会教育課

10 繰入金 　     12,397 　     12,429          △32

 5 他会計繰入金 　     12,397 　     12,429          △32

 5  5一般会計繰入金 　     12,397  1　一般会計繰入金　…………………………………一般会計繰入金 　     12,397 　     12,429          △32

        12,397

　     12,397 　     12,429          △32歳 　　 入 　　 合　 　 計

１０繰入金

（単位：千円）



３　歳　出
部課：社会教育部　　社会教育課

 5 公債費 　     12,397 　     12,429          △32

　     12,397 　     12,429          △32 5 公債費

 5 元金 　     12,245 　     12,245 　          0       12,245 23 償還金、利子及び割引料 　     12,245  1  市債元金　……………………………………一般財源

        12,245

10 利子 　        152 　        184          △32          152 23 償還金、利子及び割引料 　        152  1  市債利子　……………………………………一般財源

           152

　     12,397 　     12,429          △32歳　　出　　合　　計

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款　　　項　　　目
金　　額 区　　　　分 金　　額

説　　　　　　　　　明
節

  ５公債費

区　分

（単位：千円）



 

議案第７号 
 
 
   令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算について 
 
 
 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算について、別紙のとおり同意する。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計予算について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



本 　年 　度 前 　年 　度 比 較

２　歳　入

区 分

節

金 額
説 明款 項 目

 5 学校給食費 92,272 0 92,272

 5 学校給食費 92,272 0 92,272

 5  5学校給食費 92,272  1　教職員等学校給食費（小学校分）　……………学校給食費 92,272 0 92,272 【学校給食課】

59,337

 2　教職員等学校給食費（中学校分）　…………… 【学校給食課】

32,935

10 繰入金 799,958 0 799,958

 5 他会計繰入金 799,958 0 799,958

 5  5一般会計繰入金 799,958  1　学校給食用食材費繰入金　………………………一般会計繰入金 799,958 0 799,958 【学校給食課】

663,699

 2　学校給食用食材費繰入金（就学援助分）　…… 【学校給食課】

127,371

【学校給食課】

8,888

892,230 0 892,230歳 入 合 計

５学校給食費　１０繰入金

３　歳　出

 5 給食事業費 892,230 0 892,230

892,230 0 892,230 5 給食材料費

 5 給食材料費 892,230 0 892,230 92,272 11 需用費 892,230そ　の　他  1  学校給食用食材費　…………………………      【学校給食課】

892,230

     799,958一般財源

892,230 0 892,230計合　　出　　歳　　

本　年　度 前　年　度 比　　較
本年度の財源内訳

款 項 目
額金　　 区 分 金　　額

説 明
節

区　分

（単位：千円）

  ５給食事業費

（単位：千円）

 3　学校給食用食材費繰入金（地場農産物分）　…



 

議案第８号 
 
 
   第４次厚木市子ども読書活動推進計画について 

 
 
 第４次厚木市子ども読書活動推進計画を別紙のとおり定める。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 子どもたちが読書を通じて豊かな心を育み「生きる力」を身に付けることができるよ

う、第４次厚木市子ども読書活動推進計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４次厚木市子ども読書活動推進計画（案）策定に対するパブリック 

コメントの実施結果について 
 

１ 意見募集期間 

令和５年 12 月１日（金曜日）から令和６年１月４日（木曜日）まで 
 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  １人 

(2) 意見の件数       ２件 

(3) 案に反映した意見の数  １件 
 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

1 

基本方針２＞４-（１）（30

ページ）において、移動が困

難な子どもへの取組が触れら

れていないように感じまし

た。 

取組例：イベントや参加者

同士の交流の会は、オンライ

ンとの併用開催にし、自宅

（病院などを含む）からでも

参加できるようにするなど。 

現在の計画でも障がいの有

無にかかわらず、全ての人が

読書を楽しめるよう取り組ん

でおりますが、電子図書館を

はじめ、多様な形態の資料の

充実に努めます。 

また、誰もが参加できるよ

うなイベント開催方法等につ

いては、今後の取組の参考と

させていただきます。 

【30 ページ 第４章 基本方針

２ ４(１)】 

 

2 

基本方針２＞４-（１）（30

ページ）において、聴覚に不

自由がある子どもへの取組が

触れられていないように感じ

ました。 

取組例：イベントや参加者

同士の交流の会には手話通訳

者や要約筆記者を配置する

（希望制でも可）など。 

いただいた御意見を踏ま

え、計画に次のとおり記載し

ます。 

【該当ページ】 

Ｐ34 ２(１) 

【記載内容】 

・さらに、配慮が必要な子ど

もにも対応できるよう、イベ

ントの開催時には、手話通訳

者や要約筆記者を派遣するな

ど読書支援を行います。 

【34 ページ 第４章 基本方針

３ ２(１)】 

○ 

 

４ お問合せ先 

(1) 担当課名 中央図書館 

(2) 連絡先  046-223-0033 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

第４次厚木市子ども読書活動推進計画

（案） 

育てよう読書大好きあつぎっ子 

～豊かな心を育むために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 月 

厚木市教育委員会 
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の背景と目的 

本市では、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、国や県の計画を踏まえ、平成

19 年に厚木市子ども読書活動推進計画を策定しました。（以下「第１次計画」という。）そ

の後、平成 25 年には、第２次厚木市子ども読書活動推進計画、平成 30 年に第３次厚木市子

ども読書活動推進計画（以下「第３次計画」という。）を策定し、子どもの読書活動を推進す

るための読書環境の充実に取り組んできました。 

近年、情報化の進展により、インターネットやスマートフォン等の情報通信機器の普及は

著しく、子どもが接する情報ツールも多様化しています。また、社会のデジタル化が進み、

学校においてもＧＩＧＡスクール構想※1等が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり

一気に進みました。 

こうした社会環境の変化においても、子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表

現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものであることから、本市においても子ども読書活動を更に推進するため第

４次厚木市子ども読書活動推進計画（以下「第４次計画」という。）を策定します。 

 国・県の計画策定の動き 

子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、国は平成 14 年に最初の基本計画を策定

し、その後、おおむね５年ごとに計画を変更し、現在、第五次の子ども読書活動の推進に関

する基本的な計画（以下「第五次基本計画」という。）が策定（令和５年３月）されていま

す。 

なお、県は平成 16年に、かながわ読書のススメ～神奈川県子ども読書活動推進計画～を策

定し、以来５年ごとに、これまで３回にわたり計画の改定（現在、第四次）を行いました。 

 
※1ＧＩＧＡスクール構想 

全国の児童・生徒１人に１台のタブレットと高速ネットワークを整備する文部科学省

の取組です。当初は、令和元年度から５年間にわたり順次ハード環境を整備する予定で

したが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、計画が前倒しされました。 
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 子どもの読書環境を取り巻く情勢の変化 

令和元年に、視覚による表現の認識が困難な方の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推

進するための視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（以下「読書バリアフリー

法」という。）、また、情報通信技術の活用により全ての児童・生徒が状況に応じて効果的に

教育を受けることができる環境の整備を図るための学校教育の情報化の推進に関する法律が

制定され、令和４年には、第６次学校図書館図書整備等５か年計画や学校教育情報化推進計

画が策定されるなど、子どもの読書環境の整備を推進する取組が求められています。 

本市においても、第 10次厚木市総合計画第１期基本計画の中で、デジタル化の推進を重点

項目にしており、児童・生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的

に整備するＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和３年４月から各学校に端末を配備し、学習

や校内活動の中で活用を進めています。 

 ＳＤＧｓへの取組 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成 27年９月に国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、平成 28 年から令和 12 年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会を実現するために 17の目標と 169 のターゲットから構成されています。 

本計画においても、全ての基本方針に「目標４ 質の高い教育をみんなに」の考え方を取

り入れるとともに、基本方針ごとに関連するＳＤＧｓの目標を定め、施策を推進していきま

す。 

 

■ 本計画で取り組むべきＳＤＧｓの目標 

出典 国際連合広報センター 
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目標４ 質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

 

目標３ すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律、第９条第２項の規定に基づく市町村子

ども読書活動推進計画として策定するとともに、第 10 次厚木市総合計画における個別計画と

して位置付けるものです。 

策定に当たっては、国の第五次基本計画や、神奈川県のかながわ読書のススメ～第四次神

奈川県子ども読書活動推進計画～を踏まえ、第２次厚木市教育振興基本計画との整合を図り、

子どもの自主的な読書活動の推進や、本と親しみ、本を楽しむ子どもの育成を目指します。 

 

図 １ 本計画の位置付け 

 

第２次厚木市教育振興基本計画 

第４次厚木市子ども 
読書活動推進計画 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

第五次子どもの読書活動の推進に関する 
基本的な計画 

かながわ読書のススメ 
～第四次神奈川県子ども読書活動推進計画～ 

個別計画 

個別計画 

第 10 次厚木市総合計画 法令・国の計画 

整合 

整合 

県の計画 

出典 外務省「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組」から抜粋 

整合 
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３ 計画の期間 

計画期間は令和６年度から令和 10年度までの５年間とします。 

国の第五次基本計画及び県のかながわ読書のススメ～第四次神奈川県子ども読書活動推進

計画～が、５年ごとに見直しが行われていることを考慮しています。 

４ 計画の対象 

０歳から 18 歳までの子どもとその保護者、子どもの読書活動に関わる全ての市民、地域、

学校、行政、関係機関等を対象とします。 
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第２章 子どもの読書活動の現状と第３次 

    計画の課題 

１ 全国の子ども読書状況 

全国学校図書館協議会が毎年実施している小・中・高等学校の児童・生徒の読書状況調査

によると、令和４年第 67 回調査において、「５月の１か月間に本を１冊も読まない児童・生

徒の割合（以下「不読率」という。）は、小学生（４～６年生）6.4％、中学生 18.6％、高校

生 51.1％でした。 

国の第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画においては、令和４年度に小学生

（４～６年生）２％以下、中学生８％以下、高校生 26％以下とするという数値目標を掲げて

いましたが、いずれの学校段階でも、達成されていません。これについて、国の第五次基本

計画では、「新型コロナウイルスの発生を受け実施された各学校の臨時休業等により、児童・

生徒による学校図書館へのアクセスが一定期間制限された。また、図書館においても、臨時

休館や開館時間の短縮、入館人数の制限等を余儀なくされた。こうした状況が、子どもの読

書活動にも影響を与えた可能性がある。令和元年度から令和３年度、小中学生において、学

習意欲が低下する子どもが増加したとの調査報告もあり、読書へ向かう意欲も減退した可能

性もある。自然・文化体験や職業体験等を通じ、事前や事後に関連した図書を読んだり、調

べたりするという動機が生まれ、さらには読書活動の結果、更なる体験の実践につながるな

ど、読書は体験活動を連動する側面もあると考えられるが、コロナ禍における体験活動の機

会の減少も不読率と無縁ではないものと考えられる。」と分析しています。 

２ 「小・中学生を対象とした読書活動に関するアンケ 
  ート調査集計結果」から見える本市の現状 

令和４年 10 月３日から 11 月 24 日までの期間に、小学校 23 校の２・４・６年生各１クラ

ス以上と中学校 13 校の２年生１クラス以上の 2,857 人に、読書アンケート調査を実施しまし

た。平成 29 年度に実施した前回調査では、小学２年生は先生による調査内容の説明後、挙手

による回答、小学４・６年生と中学２年生は、一人ずつ個別のアンケート（紙）に記入、回答

していただきましたが、今回は Google フォームを利用した調査方法に変更しました。回答数

の内訳は次のとおりです。 
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図 ２ アンケート回収数 

対 象 学 年 人 数 合 計 

小学生 

２年生 666 人 

2,134 人 ４年生 718 人 

６年生 750 人 

中学生 ２年生 723 人 723 人 

 幼児期の読書状況と課題 

小学２年生を対象とした質問、「あなたは、これまでにお父さんやお母さん、おじいさん

やおばあさん、幼稚園や保育所の先生などに本を読んでもらったり、昔話を聞いたりしたこ

とがありましたか？小学校に入る前のことも思い出して答えてください。」に対する回答は

次のとおりです。 

 

図 ３ 読み聞かせ体験の有無 

 

 

「今まで、読んでもらったことはなかったし、今もない。」が、前回調査（平成 29 年度調

査）の 5.4％から 5.0％に改善しています。乳幼児期から読書の習慣化を図り、読書を継続す

るためには、今後も、保護者への周知やきっかけとなる読書活動の推進、乳幼児をとりまく

関係機関における読書活動を継続、充実していくことが必要です。 

66.3%

61.0%

22.4%

23.0%

5.4%

5.0%

5.9%

8.0%

0.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

令和4年度

たくさん読んでもらった

読んでもらったことがある

今まで、読んでもらったことはなかったし、今もない

覚えていない

無回答
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 児童・生徒の読書状況と課題 

不読率についての質問、「あなたは、９月中に何冊の本を読みましたか。教科書・自習書・

コミックを除く（かぞえない）。学習マンガやケータイ小説・電子書籍は含む（かぞえる）。

朝読書など、学校での読書の時間に読んだ冊数も含めて読んだ冊数を記入してください。」

に対する回答は、次のとおりです。 

 

図 ４ １か月に読んだ本の冊数 

 

 

全国調査結果は、小学生（４～６年生）6.4％、中学生 18.6％でしたので、比較すると、本

を読まない児童が多く、生徒は少ないという結果でした。さらに、学年ごとの前回（平成 29

年度）調査や平成 27 年度調査結果との比較が次の表となります。 

16.6%

12.5%

65.0%

34.4%

9.4%

19.9%

5.1%

15.4%

3.7%

17.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学生

0冊 1～5冊 6～10冊 11～20冊 20冊以上
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図 ５ 学年別０冊の子どもの全体に占める割合 

 

 

小学４年生と小学６年生の不読率が著しく増加しました。前回調査（平成 29 年度調査）で

は、平成 27 年度調査と比べて、小学４年生と小学６年生の不読率の改善を認めつつも、第３

次計画において、学年が進むにつれて読書から離れてしまう傾向について留意し、小学生の

時期の読書の継続に取り組み、読書習慣の定着を図ることを目標にしていました。コロナ禍

による図書へのアクセスがしにくい状況や子どもたちも交流が妨げられ孤立化した状況が大

いに影響したと考えられます。今後、分断されていた読書推進活動を再開、充実していく必

要があります。 

３ 第３次計画の主な取組 

第３次計画では、４つの基本方針のもと、それぞれについて、成果指標を設け具体策を実

施しました。方針ごとに取組を振り返ります。 

  

0.5%

6.0%

8.6%

13.4%

2.8%

5.1%

6.1%

12.0%

4.2%

15.5%

16.8%

16.6%

0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0%

小学２年生

小学４年生

小学６年生

中学２年生

小学２年生 小学４年生 小学６年生 中学２年生

令和４年度 4.2% 15.5% 16.8% 16.6%
平成29年度 2.8% 5.1% 6.1% 12.0%
平成27年度 0.5% 6.0% 8.6% 13.4%

令和４年度 平成29年度 平成27年度
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 子どもと共に楽しむ読書、読書への誘い 

 

成果指標 
平成 28 年度 

数値 

令和４年度 

目標値 

令和４年度 

数値 

出生児数に対するブック
スタート参加率 44.7％ 50.0％ 46.1％ 

 

平成 28 年度に 44.7％だった参加率は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和２年度

は 26.7％までに落ち込みました。対面での読み聞かせに代え、絵本やおすすめ絵本リスト等

の手渡しのみに切り替えて実施し、新型コロナウイルス感染の沈静化により、令和４年度は

46.1％までに回復しましたが、目標を達成することはできませんでした。 

家庭における読書活動支援事業や親子で集まり楽しむ読書活動事業を、保育課・子育て支

援センター・青少年課・中央図書館で実施しました。 

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各施設の休館や対面での働きかけ

の休止により活動は低下しましたが、令和４年度以降は、いずれの事業も再開し、参加状況

等も回復しています。 

 

 子どもの聞く能力や創造する力を伸ばす 

 

成果指標 
平成 29 年度 

数値 

令和４年度 

目標値 

令和４年度 

数値 

小学校入学前に読み聞か
せ体験があると回答する
子どもの割合 

88.7％ 90.0％ 84.0％ 

 

上記目標を達成することはできませんでしたが、「今まで、読んでもらったことはなかっ

たし、今もない」は、前回調査（平成 29 年度調査）から 0.4 ポイント減少しており、増加し

たのは「覚えていない」と「無回答」でした。前回の調査では、小学２年生のクラスでは、教

諭による質問読み上げと説明がありましたが、今回はタブレット端末による Google フォーム

を利用したアンケート調査へ変更したため、その影響もあったと思われます。 
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子どもの聞く能力や創造する力を伸ばすには、乳幼児期から読書の習慣化を図り、成長や

発達段階に対応した読書活動へのアプローチが必要となることから、読書のきっかけづくり

事業や幼稚園、保育所等と中央図書館との連携事業を実施しました。幼稚園や保育所と連携

した保護者への子ども読書活動啓発はパンフレット等を配布することなどにより継続して実

施できましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和２～４年度は保護者と幼児を対

象とした各種読書イベントを休止せざるを得ませんでした。 

なお、緊急事態宣言発令に伴い図書館が休館となったため、図書館ホームページに無料で

本が読めるリンク集「おうち図書館」を設けました。その後、親子で楽しめる子ども向け動

画や博物館・水族館等にもリンクを広げました。 

 子どもの読む力を伸ばす 

 

成果指標 対象 
平成 29 年度 

数値 

令和４年度 

目標値 

令和４年度 

数値 

「読書が好き」と回答す
る子どもの割合 

小学生 70.0％ 80.0％ 67.5％ 

中学生 60.5％ 70.0％ 48.6％ 

 

 

図 ６ 読書について（小学生） 

 

54.0%

49.5%

16.0%

18.0%

21.6%

20.3%

5.2%

7.0%

3.2%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

令和４年度

好き どちらかというと好き 好きなときもある どちらかというと好きじゃない 嫌い
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図 ７ 読書について（中学生） 

 

小・中学生ともに「好き」、「どちらかというと好き」が減少し、目標を達成することがで

きませんでしたが、「好きなときもある」を加えると、小学生 87.8％、中学生 81.8％でした。

「好きなときもある」を、より「好き」に近づけていけるよう読書の楽しさを伝えていく活

動に努めます。 

なお、「どちらかというと嫌い」、「嫌い」が増加しており、特に中学生や小学４年生、小

学６年生の増加が課題となっています。 

「読書が嫌いな理由は何ですか」との質問の回答は次のとおりです。最も多い理由は小・

中学生ともに「文字を読むことが苦手」でした。苦手意識を持つ子どもも読書の楽しさを感

じることのできるアプローチを検討する必要があります。 

 

図 ８ 読書が嫌いな理由 

 

 

小・中学校及び学校図書館における読書活動推進事業や学校と中央図書館との連携事業、

学外における読書活動推進事業を実施しました。 

42.2%

29.6%

18.3%

19.8%

27.3%

32.4%

5.5%

10.4%

6.7%

7.9%
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平成29年度

令和４年度

好き どちらかというと好き 好きなときもある どちらかというと好きじゃない 嫌い

5.3%

12.3%

35.6%

26.2%

9.1%

6.5%

37.9%

33.8%

12.1%

21.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生

小学生

どんな本を読んだらいいのかわからない 他にやりたいことがある

本を読む時間がない 文字を読むことが苦手

その他
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小・中学校においては、子どもたちの読書活動推進に向けて、①教職員の体制づくり、②

読書環境の整備、③学校図書館の蔵書の充実、④読書時間の確保を図りました。 

中央図書館との連携事業については、①図書館案内や推薦図書リスト、本入れバッグ等の

配布、②図書館見学や出前おはなし会、職業体験学習、③団体貸出し等を実施しましたが、

新型コロナウイルス感染拡大に伴い休止を余儀なくされました。感染の沈静化により、令和

４年度以降は団体貸出し冊数も増加しています。 

また、中央図書館内や地下通路、地下道の展示ケースにおいて、学校図書館の活動紹介展

示を行っています。 

さらに、令和３年度には、中学生を対象とした読書活動推進のため、睦合東中学校をモデ

ル校に、学校図書館を通じて個人の要望により中央図書館の本を届ける試みを実施しました。 

学外における読書活動推進事業としては、公民館図書室の整備に努めるとともに、「科学

道 100 冊」や「赤ちゃん絵本・おひざで読む絵本」、「大人になっても心に残るこどもの本」、

「親子でいっしょに」、「動物だいすき」、「のりものだいすき」等テーマに関連する図書を

50 冊以上集めた企画展示を巡回実施しました。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、様々なイベントが中止を余儀なくされる中で、

本の通帳※2を用いる「こども読書マラソン※3」を継続して実施しました。 

また、放課後児童クラブにおいては、生活時間（授業終了後～午後７時）に、読書の時間を

取り入れ、読書の習慣化を図りました。 

  

 
※2本の通帳 

本市で子どもに配布している読んだ本を記録する冊子の名称で、利用者自身が書き入

れる形態で、60冊を記録できます。 
※3こども読書マラソン 

小学生以下の子どもを対象として、中央図書館・９公民館図書室・移動図書館におい

て「本の通帳」と「おすすめ本紹介カード」を配布しています。「本の通帳」への 10冊

記入ごとに 60 冊まで、６種類の景品を配布しています。また、提出された「おすすめ本

紹介カード」は中央図書館や公民館図書室に掲示しています。 
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 子どもの読書を支える、読書を通じてつながる 

 

成果指標 対象 
平成 29 年度 

数値 

令和４年度 

目標値 

令和４年度 

数値 

ボランティア団体数
及び活動者数 

団体数 40 団体 43 団体 34 団体 

活動者数 574 人 580 人 469 人 

当該目標値を達成することができず、団体・活動者数は減少しました。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、活動を休止されたり、新規メンバーの募集が行えな

かったりと、その影響は大きいものでした。 

基本方針４では、子どもの読書を支えるモノとヒトを整備するとともに、読書を通じた交

流が広がることを目的として、資料整備事業や協働による読書活動推進事業、読書を通じた

交流事業を実施しました。 

資料整備事業については、配慮が必要な子どもが読書に親しむことができるよう、ＬＬブ

ック※4やマルチメディアデイジー※5等の整備に努めました。さらに、令和３年 10 月には、厚

木市電子図書館サービスを開始し、活字を読むことが困難な子どもも読書を楽しむことがで

きるよう音声付き絵本や音声読み上げ機能と連動できる図書、文字サイズの拡大や反転機能

のある図書等の整備を図りました。 

協働による読書活動推進事業については、ボランティアの育成と支援、ボランティア間の

交流支援のため、講座等を企画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和

２年度の秋以降は休止、令和４年度は読み聞かせ講座の講義のみ実施しましたが、家族の感

染による欠席や感染状況から感染を心配された欠席が目立つ状況でした。 

また、ボランティア団体の活動内容等を共有するための掲示板を中央図書館に設けました

が、どの団体も活動の制限や縮小を余儀なくされており、掲示が少ない状況でした。 

 
※4ＬＬブック 

スウェーデン語の「ラッテ・ラースト」の頭文字を取っているもので、読むことに困難

を伴う人などが読みやすいよう、写真や絵、絵文字、短い言葉などで構成された本のこ

とを言います。 
※5 マルチメディアデイジー 

コンピュータやタブレット端末を利用し、文字・音声・画像を同時に再生するととも

に、読み上げる速度や、画面上の文字の大きさ・色・背景色などを変更できるデジタル

録音図書のことです。 
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令和４年度に実施した読書ボランティア団体実態調査では、「他校のボランティア団体と

情報共有できる場所や機会がほしい」や「交流会を開催してほしい」との要望をいただいて

います。 

読書を通じた交流事業については、令和２年度・令和３年度は開催できず、令和４年度に

ワークショップ「ＰＯＰ※6王が教える本の魅力を伝えるＰＯＰ作りの極意」を開催し、作成さ

れたＰＯＰを本とともに図書館内に展示しました。 

４ 第３次計画の評価と課題 

第３次計画においては、読書活動の習慣化と読書が好きな子どもの育成を図るため、特に

子どもの成長に応じた読書活動へのアプローチを主眼として計画を推進していく予定でした。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大に伴う各学校の臨時休業や図書館の臨時休館

等により、長期にわたり図書へのアクセスがしにくい状況が生まれました。また、読書体験

を持たない、あるいは読書に興味のない保護者や子どもについて、様々な読書イベントの開

催や他のイベントと連携することにより、読書の楽しさに気付いていただき、読書への興味

を喚起していこうと計画していましたが、感染防止対策のため、集うことが難しい状況とな

り、休止を余儀なくされました。令和４年度以降、コロナ以前の読書環境の回復、各事業の

継続に努めている状況です。 

なお、この期間に新たに実施した事業である厚木市電子図書館や中学生への読書活動のア

プローチ、交流イベントの開催等を更に拡充していくことも必要と考えます。 

また、中町第２－２地区に建設が予定されている複合施設内の新たな図書館について、子

どもたちにとっても居場所や気付きの場所となり、絶え間ない交流、活動が生まれる図書館

を目指して整備を進めています。 

以上のことを勘案し、第４次計画において、次の５つの課題解決に取り組みます。 

 

 デジタル社会に対応した読書環境の整備 

社会のデジタル化の進展を踏まえ、情報活用能力を育むとともに、電子書籍等の活用に取

り組みます。 

 
※6ＰＯＰ（Point Of Purchase Advertising の略） 

販売促進のための広告媒体。キャッチコピーや説明文、イラスト等を手描きしたもの

で情報を伝えます。 
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 子どもの不読率低減に向け継続した取組の実施 

今後も、乳幼児からの読書の習慣化を図り、成長や発達段階に対応した施策を継続して、

不読率低減に取り組みます。 

 社会全体（家庭・地域・学校・ボランティア団体等）の連 
 
   携・協力体制の充実 

子ども読書活動を更に推進するためには、家庭、地域、学校、ボランティア団体その他関

係機関が連携して継続的に情報提供や事業展開を行うことが必要です。庁内関係部署の連携・

協力体制を強化します。 

 学校図書館と図書館の連携・協力体制の強化 

成長に伴い読書傾向が変わっていく時期に読書離れを生じさせないようにするために、学

校における読書環境をより充実させるとともに、学校図書館と図書館の連携・協力体制を強

化します。 

 多様な子どもたちに配慮した読書環境の整備 

読書バリアフリー法の施行を踏まえ、より一層、誰でも使いやすい図書館を目指すことが

必要です。読書環境の整備・充実に当たっては、図書館を利用しにくかった子どもたちの多

様なニーズにも配慮します。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画目標 

   

子どもの読書活動の推進に関する法律が掲げる基本理念に基づき、子ども読書活動は、豊

かな心を育み、コミュニケーション能力を高め、新たな知識を得ることができるものとして、

平成 19 年度に策定した第１次計画から「育てよう読書大好きあつぎっ子」を目標に掲げて推

進してきました。 

本計画では、第１次計画からの計画目標を継承し、子どもたちが読書を通じて豊かな心を

育み、「生きる力」を身に付けることができるよう読書活動の推進に取り組みます。 

２ 基本方針 

計画の基本方針については、第３次計画の課題や、社会環境の変化を踏まえながら、国の

第五次基本計画の基本的な方針を基に３つの基本方針を設定し、本市の子ども読書活動推進

計画の継続及び着実な推進を図ります。 

 デジタル社会に対応した読書環境の整備 

インターネットやスマートフォン等の情報通信機器の急速な普及により、子どもを取り巻

く社会環境も大きく変化しています。国の第五次基本計画では、「学校においては、個別最

適な学び、協働的な学びの一体的充実、新型コロナウイルス感染拡大や災害等における教育

の保障を実現するため、ＧＩＧＡスクール構想が着実に進展している。」とされています。

このように、社会のデジタル化やＧＩＧＡスクール構想等の進展を踏まえ、言語能力や情報

活用能力を育むとともに、緊急時等を含む多様な状況における図書への継続的なアクセスを

可能とするため、デジタル社会に対応した読書環境の整備に努めます。 

 

育てよう読書大好きあつぎっ子 

〜豊かな心を育むために～ 
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 子どもの年齢・発達の段階に応じた施策の推進 

令和４年度に本市が実施した「小・中学生を対象とした読書活動に関するアンケート調査」

の結果では、学年が進むにつれて不読率が増加する傾向があります。特に 10 代以降は、年齢

が進むにつれて読書離れが進む傾向にあり、その対応が課題となっています。生涯にわたっ

て読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成するためには、乳幼児期からの発達段階に応じた

読書活動が行われることが重要です。読書に関する発達段階ごとの特徴としては、次のよう

な傾向があると指摘されている※7ことから、年齢や発達の段階に応じた施策を推進します。 

ア 就学前（幼稚園、保育所、認定こども園等）の時期（おおむね６歳頃まで） 

 乳幼児期には、周りの大人から言葉を掛けてもらったり乳幼児なりの言葉を聞いてもら

ったりしながら言葉を次第に獲得するとともに、絵本や物語を読んでもらうこと等を通

じて絵本や物語に興味を示すようになる。さらに様々な体験を通じてイメージや言葉を

豊かにしながら、絵本や物語の世界を楽しむようになる。  

イ 小学生の時期（おおむね６歳から 12歳まで） 

低学年では、本の読み聞かせを聞くだけでなく、一人で本を読もうとするようになり、

語彙の量が増え、文字で表された場面や情景をイメージするようになる。 

中学年になると、最後まで本を読み通すことができる子どもとそうでない子どもの違

いが現れ始める。読み通すことができる子どもは、自分の考え方と比較して読むことが

できるようになるとともに、読む速度が上がり、多くの本を読むようになる。 

高学年では、本の選択ができ始め、その良さを味わうことができるようになり、好み

の本の傾向が現れるとともに読書の幅が広がり始める一方で、この段階で発達がとどま

ったり、読書の幅が広がらなくなったりする者が出てくる場合がある。 

ウ 中学生の時期（おおむね 12 歳から 15 歳まで） 

 多読の傾向は減少し、共感したり感動したりできる本を選んで読むようになる。自己の

将来について考え始めるようになり、読書を将来に役立てようとするようになる。 

エ 高校生の時期（おおむね 15 歳から 18 歳まで） 

 読書の目的、資料の種類に応じて、適切に読むことができる水準に達し、知的興味に応

じ、一層幅広く、多様な読書ができるようになる。 

  

 
※7 「子供の読書活動に関する有識者会議論点のまとめ」（平成 30年３月） 
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 好奇心を育み、学び合う、つながる施策への取組 

令和２年１月に厚木市複合施設等整備基本計画が策定され、図書館、（仮称）未来館、市庁

舎等からなる複合施設の整備を進めています。「中町第２－２地区周辺整備方針（平成 26 年

12 月）」において、「第３の場所づくり サードプレイス」をコンセプトに掲げ、自然と多く

の人々が集まることができる場所とするため、整備方針の１つに、未来の図書館機能や科学

館機能を核とする複合施設の整備を位置付けています。また、公園のように誰でも立ち寄れ、

気軽に過ごせる空間として、（仮称）未来館と中央図書館を融合させることにより、遊びと

体験と学びが詰まったこれまでにない新しい施設の展開を目指しています。（仮称）未来館

の機能・スペースである展示室、実験室、工房、プラネタリウムを図書館の機能・スペースと

融合し、複合施設としての利点をいかしながら、子どもたちの好奇心を育み、学び合う、つ

ながる施策へ取り組みます。子どもたちにとっても居場所や気付きの場所となり、絶え間な

い交流、活動が生まれる図書館を目指します。 

また、地域においては、ボランティアが読書推進の大きな力となっていることから、地域

における関係機関やボランティアとの交流、情報交換を促進し、協働で子ども読書活動を推

進します。 
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※ 目標３ すべての人に健康と福祉を 

※ 目標４ 質の高い教育をみんなに 

※ 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

３ 計画の体系 

  

基本方針 施策の方向 市の取組 

新規 

新規 

新規 

目標 
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４ 施策の方向と成果指標 

基本方針に基づいて、具体的な施策を推進するため、各基本方針に「施策の方向」と「成果

指標」を示します。 

 デジタル社会に対応した読書環境の整備 

施策の方向１ 情報通信技術を活用した取組 

施策の方向２ 情報活用能力の育成に関する取組 

成果指標 対象 
現状値 

令和４年度 

目標値 

令和 10 年度 

１ 
厚木市電子図書館を利用し
たことがある子どもの割合 

小学生 － 30.0％ 

中学生 － 50.0％ 

 子どもの年齢・発達の段階に応じた施策の推進 

施策の方向１ 乳幼児を対象とした取組 

施策の方向２ 小学生を対象とした取組 

施策の方向３ 中高生世代（ＹＡ）を対象とした取組 

施策の方向４ 特別な支援を必要とする子どもたちへの取組 

成果指標 対象 
現状値 

令和４年度 

目標値 

令和 10 年度 

１ 
出生児数に対するブック
スタート参加率 

 
46.1％ 50.0％ 

２ 

「小学校入学前に読み聞
かせ体験がある」と回答す
る子どもの割合 
（小・中学生を対象とした読書活動

に関するアンケート調査） 

 

84.0％ 90.0％ 

３ 

「読書が好き」と回答する
子どもの割合 
（小・中学生を対象とした読書活動

に関するアンケート調査） 

小学生 67.5％ 80.0％ 

中学生 49.4％ 70.0％ 
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成果指標 対象 
現状値 

令和４年度 

目標値 

令和 10 年度 

４※ 

「学校の図書室を利用し
た」と回答する子どもの割
合 
（小・中学生を対象とした読書活動

に関するアンケート調査） 

小学生 50.1％ 60.0％ 

中学生 19.9％ 60.0％ 

 ※「学校の図書室を利用した」とは、図書室で本を読んだり借りたりするほか、図書室を 

 利用した調べ学習等で、机や椅子を利用したことを含みます。  

 好奇心を育み、学び合う、つながる施策への取組 

施策の方向１ 知りたい気持ちを刺激する多面的な読書活動への取組 

施策の方向２ 広がり、つながる読書活動への取組 

施策の方向３ 地域やボランティアとの協働による読書活動の推進 

成果指標 対象 
現状値 

令和４年度 

目標値 

令和 10 年度 

１ 
子ども科学館・（仮称）未来
館と連携したイベント参加
人数 

 

  145 人  2,700 人 

２ 

ボランティア団体数及び活動
者数 
※「子どもを対象とした読書ボランテ

ィア団体実態調査」より 

団体数  34 団体   43 団体 

活動者数   466 人 580 人 

 

５ 市の取組 

基本方針に基づく、施策の方向を実効性のあるものにするため、市の取組を示し、社会全

体（家庭・地域・学校・ボランティア団体等）の連携・協力体制の充実に努めます。 

なお、第３次計画に基づき、実施した具体策については、継続した読書活動の推進を重視

し、本計画においても引き続き実施します。 
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第４章 施策の展開 

デジタル社会に対応した読書環境の整備 

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けたＩＣＴ※8の活用や新型コロナウイルスの感染拡大に

よる生活様式の変化等により、子どもの読書活動を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような読書環境の変化の中で、多様な子どもたちに対応できるようＩＣＴを活用した取

組が重要となります。 

また、多種多様な情報や情報技術を活用し、未知の課題や問題を解決するために情報活用

能力を育むことが、必要不可欠です。 

施策の方向と取組 

１ 情報通信技術を活用した取組 

 図書館における環境整備 

中央図書館では、令和３年 10 月から、スマートフォン等で、いつでもどこからでも検索・

閲覧・貸出・返却が可能な電子図書館サービスを実施しています。令和４年 10 月から、児童

書の読み放題タイトルを追加するなど、タイトル数も１万点を超えました。今後も限られた

図書等を有効活用するとともに、印刷物としての図書の貸出しのみならず、電子書籍も充実

させ、学習活動を支援します。 

国の第五次基本計画において、「図書館は、ＩＣＴを積極的に活用しつつ、多様な主体と

連携、協働しながら魅力的な教育活動を展開し、ひとづくり、地域づくりを促進することが

求められる。」とされています。新しいＩＣＴサービスへの対応として、学校と連携し、児

童・生徒へ公立図書館の貸出サービスのＩＤを一括で発行し、個人の読書のみならず、各学

校の学習活動のほか、登校できない児童・生徒の自宅学習などの支援についても積極的に取

り組みます。 

 

 
※8ＩＣＴ（Information and Communication(s) Technology の略） 

情報通信技術のことを言います。 
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 学校における環境整備 

ＧＩＧＡスクール構想により整備された、一人一台端末を活用し、図書館と連携した電子

図書館の利用を促進します。児童・生徒が電子書籍を利用して読書活動に取り組んだり、授

業において資料を活用したりする活動を支援します。 

 

 

２ 情報活用能力の育成に関する取組 

 ＩＣＴを効果的に活用した情報活用能力の育成 

児童・生徒が、タイピング等の入力操作、情報収集のための検索等についての基本的な操

作能力を身に付け、ＩＣＴを効果的に活用して、情報を得たり、情報を整理・比較したり、得

られた情報を分かりやすく発信・伝達したりということができる情報活用能力の育成に努め

ます。 

 デジタルシティズンシップ※9の育成 

ＩＣＴの活用を通して、情報の収集、整理・分析、発信等をするための能力を育成すると

ともに、情報を正しく安全に利用し、デジタル社会と主体的に関わることのできるデジタル

シティズンシップの育成に努めます。 

その上で、図書館情報システムや、厚木市電子図書館を正しく安全に活用することにより、

読書の推進と学校図書館の利用の促進を図ります。 

 

 
※9 デジタルシティズンシップ 

デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力のことです。 

インターネット環境下で様々な情報・人間関係と遭遇したときに、自分がどうあるべ

きか、どう振る舞うべきかを自分で考え判断し、責任を持って行動できるようになるこ

とを目的としたものです。 

その他継続事業 

 幼稚園・保育園と連携した保護者への啓発（電子図書館利用案内の配布） 
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子どもの年齢・発達の段階に応じた施策の推進 

テレビ、ビデオ、インターネット等の様々な情報メディアの発達・普及や子どもの生活環

境の変化、さらには、幼児期からの読書習慣の未形成などにより、子どもの「読書離れ」が指

摘されています。読書が好きな子どもを育成するには、乳幼児期から読書の習慣化を図り、

成長や発達段階に対応した読書活動へのアプローチが必要となります。そのため、対象を乳

幼児、小学生、中高生世代に分けた取組により、不読率の低減を目指します。 

また、障がいのある子どもや日本語の支援を必要とする子どもなど、特別な支援を必要と

する子どもたちの読書環境を整備します。 

施策の方向と取組 

１ 乳幼児を対象とした取組 

 ブックスタート事業の推進 

０歳児とその保護者を対象として、読み聞かせの体験とともに絵本を通じて親子のふれあ

いを深めてもらうブックスタート事業は、乳児期からの読書の習慣化のために重要です。 

中央図書館、アミューあつぎ等様々な場所で、乳幼児向けの絵本や、ブックリストを保護

者に手渡し、親子が過ごす大切な時間を持てるよう図書館司書とボランティアが協働して実

施しています。 

今後も開催場所等について検討し、より多くの方に参加いただけるよう充実を図ります。 

また、家庭における読書活動の継続のため、乳幼児向けのおすすめ絵本をセットにした「赤

ちゃん絵本パック」の貸出しをすることにより、乳幼児時期からの切れ目ない支援を実施し

ます。 

 保護者への読書活動の啓発・支援 

子どもの読書活動の推進に関する法律、第６条に「父母その他の保護者は、子どもの読書

活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。」とあります。

子どもが読書に親しむきっかけづくりとして、子育て家庭やこれから子育てを始める方への

支援施設である「子育て支援センター」や地域において子育て中の親子が集い、相談や情報
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交換等を行っている「移動子育てサロン」、市内 38 児童館で実施している「おひさまタイム

※10」において、親子で読書に親しむ機会を提供します。 

中央図書館では、乳幼児におすすめの本を集めたコーナーを設け、おすすめの絵本リスト

の配布を行うとともに、保護者が気兼ねなく読み聞かせを行うことができるように中央図書

館３階にある「おはなしの森」を活用します。また、新たな図書館においては、保護者同士が

交流できる居場所づくりに努めます。 

 保育所・幼稚園における読書活動の支援 

保育所・幼稚園等において乳幼児が読書の楽しさを知るために、中央図書館では、保育所・

幼稚園等に協力をいただき保護者に子ども読書活動の啓発パンフレットや絵本リスト、読書

通帳等を配布しています。さらに、団体貸出し、出前講座により、保育所・幼稚園における読

書活動の支援をしています。 

市立保育所では、絵本コーナーを設け、読み聞かせを実施するほか、「保育所だより」等で

保護者に絵本の紹介等を行い、子ども読書活動の啓発に努めます。 

 読書イベントの充実 

乳幼児期には周りの大人と一緒に時間を過ごし、絵本や物語を読んでもらうことにより、

絵本や物語に興味を示すようになるため、きっかけとなるよう子育て支援センター、児童館、

中央図書館等の様々な場所で、保育士や児童館指導員、司書、ボランティア等による「おは

なし会」を実施しています。また、読書に関心がなく、図書館に来館したことのない保護者

に関心を持ってもらえるよう歌遊び、わらべうたを取り入れた新たなイベント等を実施しま

す。 

 
※10 おひさまタイム 

市内 38 児童館で、平日の午前中、午前 10 時から正午まで、幼児と保護者に施設を開

放しています。 
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２ 小学生を対象とした取組 

 読書機会の提供（読書イベントの充実） 

小学生の読書への関心を高めるため、多様な取組を行うことは、読書へのきっかけづくり

となります。おはなし会、映画会、人形劇、読書通帳の配布等のほか、ゲーム感覚で楽しみな

がら家族や友人と一緒に参加できる図書館クイズラリーや、読書マラソン等のイベントを実

施してきました。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、様々なイベントの中止を余儀なくさ

れる中で、本の通帳を用いる「こども読書マラソン 」を継続して実施したことや、感染対策

を講じながらイベントを継続したことにより、読書機会を絶え間なく提供することができま

した。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、減少していたイベントの参加者数も回復

していることから、読書イベントを通じて、より一層、図書館を身近に感じ、継続的な利用

につなげるよう取り組みます。 

今後は、読書に関心の低い子どもが本に触れるきっかけづくりとなるよう「おみくじ」や

「くじ引き」を用いた楽しめるイベントを実施するとともに、幅広く、読書のきっかけをつ

くるため、図書館の資料を効果的に活用できるよう市立小・中学校の児童・生徒に図書館カ

ードを交付します。令和５年度に市立中学生に交付し、令和６年度からは、順次市立小学生

に拡大します。これにより、各自で電子図書館にアクセスし、電子書籍を閲覧することが可

能になります。さらに、図書館の蔵書検索から予約し、求める図書（印刷物）を中央図書館、

公民館図書室等で借り受けることが可能となります。 

  

その他継続事業 

 読書環境整備の支援（団体貸出しの利用案内等） 

 読書イベントの開催（映画会・人形劇・絵本ライブ・図書館福袋等） 

 子ども読書の日（４月 23 日）の周知 

 「あつぎ家庭読書の日」（毎月第３水曜日）の周知 

 中央図書館における読書相談と展示活動 
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図 ９ 図書館カード交付スケジュール（予定） 

年度 対象 交付時期（予定） 

令和５年度 市立中学生（１年～３年） 10 月 

令和６年度 
市立中学生（１年） 

市立小学生（４年～６年） 
未定 

令和７年度 市立小学生（１年～４年） 

令和８年度 市立小学生（１年） 

※ 令和８年度以降は、市立小学生１年生のみに交付します。 

 学校図書館の整備 

児童が親しみやすく、気軽に立ち寄ることができる学校図書館となるよう、絵本や読み物

の蔵書の充実を図るとともに、授業で活用できる資料の充実と更新、新聞の活用、展示や配

架の工夫に努め、魅力ある学校図書館づくりを目指します。 

児童の読書の機会を増やす工夫として、朝読書の時間や休み時間に手軽に本を手に取るこ

とができるよう、中央図書館から譲渡されたリサイクル図書を有効利用した学級文庫等の充

実や、可動式ワゴン等による図書の貸出しなどに取り組みます。 

 放課後児童クラブにおける読書活動の推進 

放課後児童クラブの生活時間（授業終了後～午後７時）に読書の時間を取り入れ、読書活

動の習慣化を図ります。 

市立放課後児童クラブの全クラブにおいて、生活時間中の読書を呼び掛け、読書時間を確

保し、子どもたちが読書にふれあう機会を作ります。 
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３ 中高生世代（ＹＡ※11）を対象とした取組 

 読書機会の提供 

10 代以降の読書傾向として、本の選択ができ始め、その良さを味わうことができるよう 

になり、好みの本の傾向が現れるとともに、読書の幅が広がり始める一方で、この段階で発

達がとどまったり、読書の幅が広がらなくなったりする場合があります。特に 10 代以降は、

年齢が上がるにつれて読書離れが進む傾向にあり、その対応が課題となっています。 

読書に興味のない子どもを含めて、幅広く読書のきっかけをつくるため、子どもの多様な

興味に応じ、図書館の資料を効果的に活用できるよう、令和５年度から図書館カードを中学

生に交付しています。今後は、小学生にも図書館カードを交付することにより、読書習慣の

定着につなげ、中学生、高校生へと切れ目ない支援に努めます。 

なお、図書館、（仮称）未来館、市庁舎等からなる複合施設の整備が進められていることか

ら、青少年が気軽に立ち寄り、安らげる場所として、学校でも家でもない、安心して過ごせ

る居場所を築くとともに、特に不読率が高い状況が続いている高校生にとって読書のきっか

けとなるような居場所づくりを目指します。 

 
※11ＹＡ 

ヤングアダルト(Young Adult)の略で、子どもから大人への転換期にある 13 歳〜18 歳

の中高生世代のことです。 

その他継続事業 

 教職員の体制づくり（司書教諭や学校司書等） 

 読書の時間の確保(学校における朝読書等） 

 学校での読書イベントの開催(読み聞かせ・ブックトーク・読書週間等） 

 中央図書館での読書イベントの開催（おはなし会・映画会・人形劇・絵本ライ

ブ・図書館福袋等） 

 教職員の中央図書館利用の促進（団体来館等） 

 学校図書館と中央図書館との連携 

 啓発パンフレットや本入れバッグ・推薦図書リストの配布 

 出前おはなし会の実施 
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 学校図書館の整備 

学校における読書活動は、生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成してい

く上で大きな役割を担っています。また、学習指導要領では、学校図書館を計画的に利用し、

その機能の活用を図り、児童・生徒の主体的・対話的で深い学びの実現や自主的、自発的な

学習活動、読書活動を充実していくこととされています。このようなことから、司書教諭、

図書担当教諭、学校司書、関係機関等が連携しながら学校図書館の整備に努めます。 

さらに、中学生にとって魅力ある学校図書館になるよう、授業で活用できる資料の充実、

新聞の活用、計画的に図書の選定や更新を進めるとともに、展示や配架の工夫等に努めます。 

中学生になると、部活動など、様々な活動が始まってきます。生徒が読みたい本を気軽に

借りることができるよう、希望する中央図書館所蔵の図書や雑誌を、学校図書館を通じて貸

出をする、結ぶプロジェクト※12の一つである「市立中学校予約図書貸出サービス」を令和５

年度から実施しています。今後も、中学生の多様なニーズに応えるため、中央図書館と学校

が連携しながら、結ぶプロジェクトの推進と充実を図っていきます。 

 読書イベントの充実 

学校において、読書週間や読書月間中に、貸出冊数及び来館者数を増加させるために、図

書委員会を中心とした読書啓発の取組（貸出冊数に応じたしおりのプレゼント、ポスターの

掲示等）、教職員による読み聞かせやおすすめ本の紹介等の取組を実施しています。読書が

「嫌い」又は「どちらかというと好きじゃない」と思っている子どもが、少しでも読書に興

味を持てるよう、読書イベントの充実に努めます。 

 
※12 結ぶプロジェクト 

市立中学校予約図書貸出サービスや図書館カードの交付事業等を実施することによ

り、児童・生徒の図書館利用の定着を図り、継続的に読書の推進を図るプロジェクトで

す。 
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４ 特別な支援を必要とする子どもたちへの取組 

 多様な形態の資料の整備 

令和元年６月に成立した読書バリアフリー法により、障がいの有無にかかわらず、全ての

人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられる社会が求められています。配慮が必要な

子ども一人一人の状況に応じることができるよう、ＬＬブック、点字表記のある本、大活字

本、マルチメディアデイジー、布の絵本※13等、誰でも利用しやすい書籍等の収集を継続する

とともに、利用しやすい電子図書館コンテンツの充実に努めます。具体的には、活字を読む

ことが困難な子どもも読書を楽しむことができるよう音声付き絵本や音声読み上げ機能と連

動できる図書、文字サイズの拡大や反転機能のある図書等の充実を図ります。 

また、新たな図書館には、これらのバリアフリー資料を集約したコーナーを設置し、障が

い者への理解が深められるよう、図書館で行っている障がい者サービスを紹介します。 

さらに、日本語指導が必要な児童・生徒が在籍（利用）する国際教室と連携し、日本語を学

習するための資料や外国語の資料の充実に努めます。 

 

 
※13布の絵本 

厚地の台布に、絵の部分にアップリケ、マジックテープ、スナップ、ボタン、ファスナ

ー、紐を使用し、留めたり外したり結んだりできるようにし、文の部分を手書きにした、

絵本と遊具の性質を兼ね備えた手作り図書です。 

その他継続事業 

 教職員の体制づくり（司書教諭や学校司書等） 

 読書の時間の確保(学校における朝読書等） 

 教職員の中央図書館利用の促進（団体来館等） 

 学校図書館と中央図書館との連携 

 生徒へ推薦図書リストの配布 

 中学１年生へ中央図書館利用案内の配布 

 職場体験学習 
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その他継続事業 

 バリアフリー資料の充実と提供（LL ブック・大活字本・点字図書等） 



 

32 

  

 好奇心を育み、学び合う、つながる施策への取組 

本市では、図書館、（仮称）未来館、市庁舎等からなる複合施設の整備を進めています。 

図書館については、「厚木市図書館基本構想（平成 29 年４月）」において、「市民の学び、

成長、楽しみに役立つ情報拠点」を基本理念に掲げ、人と本、人と情報が出会うだけでなく、

集う人と人がつながり、新たな交流が生まれる図書館づくりを目指しています。 

子ども科学館については、（仮称）こども未来館基本構想（平成 29 年 11 月）において、

「子どもたちの未来へのチカラをみんなで育て、伸ばしていく、コミュニティプレイスの創

造」を基本理念に掲げ、公園のように誰でも立ち寄れ、気軽に過ごせる空間として、遊びと

体験と学びが詰まったこれまでにない新しい施設の展開を目指しています。（仮称）未来館

の機能と図書館の機能を融合させ、複合施設としての利点をいかしながら、子どもたちの知

りたい気持ちを刺激できるような多面的な読書活動への取組に努めます。 

また、同世代の者や世代を超えた他者とつながることによって、一人で読書をするだけで

は得られない新しい価値観や視野を広げられるような取組を目指します。 

さらに、地域や学校等においては、ボランティアが読書推進の大きな力となっていること

から、地域やボランティアと協働で読書活動を推進します。 

施策の方向と取組 

１ 知りたい気持ちを刺激する多面的な読書活動への取組 

 新たな図書館における児童フロアの整備 

読書が好きな子どもを育成するには、乳幼児期から読書の習慣化を図ることが重要であり、

そのためには保護者への啓発活動が必要となります。新たな図書館では、親子で一緒に読書

を楽しめるスペースの整備に努めます。図書館では、静かにしないといけないというイメー

ジがあり、子どもと出掛けるのをためらっている方なども小さなお子さんと一緒に図書館を

気兼ねなく利用でき、親子で一緒に本を読んだり、ゆっくり過ごしたりできる場所づくりを

目指します。 

また、幼児から児童まで、子どもたちが自由に使えるキッズスペースを整備し、静かにし

ていることが苦手な子どもや、本を読むことに飽きてしまう子どもたちも居られる場所づく

りを目指し、読書に興味がない子どもたちが、本に出会うきっかけを作ります。 
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 各教科・領域にとらわれない資料提供やイベントの取組 

新たな複合施設として整備予定の（仮称）未来館との融合により、広い視点に基づく統合

的な思考力を育むことができるように、様々なアプローチによる資料の提供に努めるととも

に、資料を活用したイベント等を開催することによって、読書活動の推進を図ります。 

また、複合施設に移転するまでの間も子ども科学館と連携した取組を継続するとともに、

子どもたちの科学に対する意欲や関心を高め、豊かな想像力を育むことができるようなイベ

ントの開催に努めます。 

 探究的な学習活動を支援する児童書の整備 

変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を

通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する探

究的な学習は、これからの時代においてますます重要な役割を果たします。子どもの思考力

や判断力、表現力などの育成を支援するため、探究的な学習活動を支援する児童書の整備に

努めます。 

２ 広がり、つながる読書活動への取組 

 交流型読書イベントの充実 

平成 28 年度に実施した、子供の読書活動の推進等に関する調査研究（文部科学省）による

と、高校生の時期の子供は、友人等同世代の者から受ける影響が大きい傾向があることから、

読書をするきっかけを作り出す方法としては、友人等からの働き掛けを伴う、子供同士で本

を紹介するような取組の充実が有効であると考えられる。（平成 30 年３月 20 日子供の読書

活動推進に関する有識者会議 論点まとめ）とされ、このような活動は、「読む本の幅を広げ

るきっかけとなったり、他者の異なる考えを知り、それを受容したり改めて自分自身の考え

を見つめ直す経験ができるといった効果が期待できる。」（令和４年 12月子供の読書活動推

進に関する有識者会議 論点まとめ）とされています。 

  



 

34 

  

これまで中央図書館では、ビブリオバトル※14やＰＯＰ作成のワークショップ等、参加者同

士が交流しながら体験する企画を実施してきました。今後は、国の「第五次計画」に記載さ

れている読書会・アニマシオン※15・本探しゲームや利用者が図書館の蔵書の中から、テーマ

別に子どもたちにおすすめの本を選び、独自の本棚を作成する「シェア本棚」等、本を通じ

て世代を超えた利用者同士の交流を深められる企画を検討し、試行します。 

また、各小・中学校図書館において実施している企画や展示の一部を毎年中央図書館で紹

介しており、今後も連携して、子ども読書活動推進に取り組みます。 

さらに、配慮が必要な子どもにも対応できるよう、イベントの開催時には、手話通訳者や

要約筆記者を派遣するなど読書支援を行います。 

 

 

３ 地域やボランティアとの協働による読書活動の推進 

 公民館図書室における読書活動の推進 

オンライン・ネットワークで結ばれている９つの公民館図書室において、本や読書への興

味を持ってもらうことを目的として、テーマに沿った児童書の展示を行っています。子ども

たちの身近にある公民館図書室において、様々な本に触れる機会を提供するために希望する

テーマを募集し、子どもたちの読書意欲の向上につなげます。 

 
※14 ビブリオバトル 

書評合戦とも呼ばれ、基本的なルールは次のとおりです。 

①発表者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 

②順番に一人５分程度で本を紹介する。それぞれの発表後に参加者全員でその発表 

に関する意見交換を２～３分程度行う。 

③ 全ての発表が終了した後に、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数決で 

決定する。 
※15 アニマシオン 

読書のアニマシオンとは、子どもたちの参加により行われる読書指導の一つです。読

書の楽しさを伝え自主的に読む力を引き出すために行われます。ゲームや著者訪問等、

様々な形で行われます。 

その他継続事業 

 読書イベント参加者の交流 
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 ボランティア育成 

地域や学校等においては、ボランティアが読書推進の大きな力となっていますが、「子ど

もを対象とした読書ボランティア団体実態調査」の結果から、新型コロナウイルス感染症等

の影響により、前回調査（平成 29 年度調査）からボランティアの人数が減少しています。新

たな人材を育成できるよう研修会等の開催に当たっては、ボランティア団体の要望も踏まえ

て開催するとともに、ボランティアの育成とスキルアップを支援します。 

 ボランティア活動への支援 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ボランティア団体の活動も制限され、思いどお

りに活動ができない期間が長く続きました。また、学校等で読み聞かせを行う際も密になら

ないよう間隔を空けて座るなどの対策がとられており、子どもたちが見やすいよう大型本等

を使用するなどの工夫がされていることが、「子どもを対象とした読書ボランティア団体実

態調査」の結果から分かりました。活動が再開されつつある状況で、ボランティアの要望に

応じた資料整備に努めるとともにボランティア間で交流できる機会を設け、活動の活性化を

支援します。 

 

 

 

その他継続事業 

 読書環境の整備（公民館図書室） 

 ボランティア活動への支援(団体貸出） 

 ボランティアとの協働（情報共有） 
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第５章 計画の推進体制 

１ 推進体制 

計画の推進に当たっては、構成事業を各課で進めるとともに、家庭、地域、学校、関係機関

等と連携して取組を進めます。さらに、本計画を着実に推進するため、本計画の進捗状況と

施策の効果等を検証・評価します。なお、庁内組織としては、厚木市子ども読書活動推進委

員会によって定期的な評価・見直しを行うことで、本計画の全庁的な進行管理を実施します。 

また、厚木市図書館協議会及び厚木市教育委員会点検評価委員会において、第三者の意見

を伺い、検証を図ります。 

２ 進行管理 

進行管理は、「ＰＬＡＮ（計画）」、「ＤＯ（実施）」、「ＣＨＥＣＫ（評価）」、「ＡＣ

ＴＩＯＮ（改善）」のサイクルを実践する「ＰＤＣＡサイクル」により、常に継続的な改善を

意識しながら着実に推進します。 

また、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて成果指標の追加や目標値を見直し、

取組内容の充実を図ります。 

 

 

計画

Ｐｌａｎ

実施

Do

評価

Check

改善

Action

図 １０ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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第６章 資料編 

１ 第４次厚木市子ども読書活動推進計画の策定経過 

日程 会議名・内容等 

令和４年 10 月３日（月）  
～11 月 24 日（木） 

小・中学生を対象とした読書活動に関するアンケート
調査実施 

10 月５日（水） 
～11 月 30 日（水） 

子どもを対象とした読書ボランティア団体実態調査
実施 

令和５年 1 月 31 日（火） 

第２回厚木市図書館協議会 
 小・中学生を対象とした読書活動に関するアンケー
ト調査集計結果（速報値）について 
 第４次計画策定方針（案）について 

２月 28 日（火） 
第１回厚木市子ども読書活動推進委員会 
 第４次計画策定方針（案）について 

３月 28 日（火） 
第３回厚木市図書館協議会 
 子どもを対象とした読書ボランティア団体実態調査
集計結果について 

７月３日（月） 
第１回厚木市子ども読書活動推進委員会 
 令和４年度実施事業の評価について 
 第４次計画施策の体系（案）について 

７月 27 日（木） 
第１回厚木市図書館協議会 
 第４次計画施策の体系（案）について 

10 月４日（水） 
第２回厚木市子ども読書活動推進委員会 
 第４次計画（案）について 

10 月 12 日（木） 
第２回厚木市図書館協議会 
 第４次計画（案）について 

令和５年 12 月 1 日（金） 
～令和６年１月４日（木） 

第４次計画（案）のパブリックコメント実施 

２月 10 日（土） 
厚木市教育委員会２月定例会 
・第４次計画について 

 



 

38 

  

２ 小・中学生を対象とした読書活動に関するアンケー 
  ト調査集計結果 

１ 目的 
第３次厚木市子ども読書活動推進計画（平成 30 年４月策定）に基づき、児童・生

徒の読書活動の実態を把握し、第４次計画策定の参考資料とするため、小・中学生

を対象とした読書活動に関するアンケート調査を実施しました。 

 

２ 対象者 
小学校 23 校の２･４･６年生の各１クラス以上と、中学校 13 校の２年生１クラス

以上 

 

３ アンケート実施期間 
令和４年 10 月３日～11 月 24 日 

 

４ 調査方法 
Google フォームを利用したアンケート調査 

 

５ 回答数 
対 象 学 年 人 数 合 計 

小学生 

２年生 666 人 

2,134 人 ４年生 718 人 

６年生 750 人 

中学生 ２年生 723 人 723 人 

    合 計 2,857 人 

 

 

 

※ 小数点以下第４位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0%にならない

場合があります。 
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６ アンケート結果 
(1) 「あなたは、読書（本を読むこと）についてどう思いますか？」 
ア 小学生 

 

「好き」「どちらかというと好き」が 2.5 ポイント減少し、「どちらかという

と好きじゃない」「嫌い」が 3.8 ポイント増加しました。 

なお、学年別の状況を比較すると「好き」「どちらかというと好き」につい

て、２年生は 0.7 ポイント、４年生は 3.6 ポイント、６年生は 2.9 ポイント

減少しました。 

また、「どちらかというと好きじゃない」「嫌い」については、学年が進む

につれて増加する傾向が続いており、特に、４年生と６年生の増加が著しい

状況です。（４年生は 4.4 ポイント、６年生は 5.9 ポイント増加しました。） 

前回調査で懸念されていた２年生の「どちらかというと好きじゃない」「嫌

い」については、増加率が減少しています。 

 

【学年別構成比】  

 

 

54.0%

49.5%

16.0%

18.0%

21.6%

20.3%

5.2%

7.0%

3.2%

5.2%
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令和４年度

小学生

好き どちらかというと好き 好きなときもある どちらかというと好きじゃない 嫌い

63.4%

46.8%

39.7%

13.8%

18.4%

21.3%

14.9%

22.1%

23.5%

3.0%

8.5%

9.1%

5.0%

4.2%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校2年生

小学校4年生

小学校6年生

令和４年度

好き どちらかというと好き 好きなときもある どちらかというと好きじゃない 嫌い
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イ 中学生 

 

「好き」が著しく減少し（12.6 ポイント）、「どちらかというと好き」につい

ては、1.5 ポイント増加しました、「嫌い」については、1.2 ポイント増加し、

「どちらかというと好きじゃない」は、4.9 ポイント増加しました。 

 

(2) 読書が好きと回答した人に、「読書が好きな理由は何ですか？」 
「読書が好き、どちらかというと好き」と回答した人に好きな理由を尋ねまし

た。自由記載欄となっています。 

  

63.0%

52.6%

47.2%

14.9%

16.2%

16.7%

14.9%

22.9%

26.5%
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ア 小学２年生の理由ベスト 10 
順位 人 数 内 容 

１ ５４人 楽しい 

２ ５０人 面白い 

３ ２１人 いろいろな本がある。 

４ ２０人 好きな本がある。 

５ １７人 勉強になる。 

６ １５人 本が好き（本を読むのが好き） 

７ １３人 頭が良くなる。 

８ ８人 いろいろなことが知れる。 

９ ６人 本の世界に入れる。 

９ ６人 暇なときに読める。 

10 ４人 落ち着く 

 

小学２年生 １位・２位の詳細 

順位 内 容 詳 細 

１ 楽しい 

ものがたりがあってわくわくしてたのしい。 

いろいろなえがかいてあってたのしいからです。 

おもしろい本がいっぱいあって楽しいから。 

２ 面白い 

本のえがおもしろいから。 

本のものがたりがおもしろいから。 

読むのが面白いから。 

 

イ 小学４年生の理由ベスト 10 
順位 人 数 内 容 

１ １５８人 面白い 

２ ５９人 楽しい 

３ ３１人 いろいろなことが知れる。 

４ １３人 勉強になる。 

５ １２人 想像ができる。 

６ １１人 暇なときに読める。 

７ １０人 落ち着く 

７ １０人 集中できる。 

８ ９人 ワクワク・ドキドキする。 

９ ７人 本の世界に入れる。 

10 ４人 漢字を覚えられる。 
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小学４年生 １位・２位の詳細 

順位 内 容 詳 細 

１ 面白い 

いろんな登場人ぶつのせいかくがあっておもしろい

からです。 

本の、ストーリーが面白いから。 

本を読むと作者の気持ちがよくわかって面白いか

ら。 

２ 楽しい 

わくわくしたり、悲しんだり、いろいろな気持ちにな

れるのがうれしくて楽しいから。 

色々な絵や文があって読んでいて楽しいからです。 

本の中にはたくさんの魅力があって読むのが楽しい

から。 

 

ウ 小学６年生の理由ベスト 10 
順位 人 数 内 容 

１ １４４人 面白い 

２ ４６人 楽しい 

３ ２９人 想像ができる。 

４ ２４人 本の世界に入れる。 

５ １９人 暇なときに読める。 

６ １５人 落ち着く 

７ １３人 集中できる。 

７ １３人 ワクワクする。 

８ １１人 勉強になる。 

９ １０人 知識が増える。 

10 ９人 続きが気になる。 

 

小学６年生 １位・２位の詳細 

順位 内 容 詳 細 

１ 面白い 

これがこうなってたら〜と妄想でき、面白いから。 

本の中にはそれぞれの物語があってそれぞれの過去

とか急展開とかその本によって奥行きがあったり、

深さがあって面白いからです。また、読んでいるとそ

の景色や会話しているところが浮かんでくることが

多いので好きです。 
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順位 内 容 詳 細 

自分が、想像つかない話が面白いからです。 

２ 楽しい 

本を読むと、いろいろな事を学ぶ事ができるし、本の

世界に入って色々なことを想像しながら読むことが

できて楽しいから。 

本の世界で登場人物とドキドキする気持ちを味わう

のが楽しいから。 

本の世界に入るととても楽しいから。 

 

エ 中学２年生の理由ベスト 10 
順位 人 数 内 容 

１ ９１人 面白い 

２ ３７人 本の世界に入れる。 

３ ３２人 楽しい 

４ ３１人 想像ができる。 

５ １７人 知識を得られる。 

６ １２人 暇なときに読める。 

７ １０人 物語（を読むのが）が好き。 

８ ９人 落ち着く 

９ ７人 知らないことを知ることができる。 

10 ５人 勉強になる。 

10 ５人 新しいことを知れる。 

 

中学２年生 １位・２位の詳細 

順位 内 容 詳 細 

１ 面白い 

現実では、起こらないことが起きて面白いから。 

その本のストーリーなどが面白い。 

自分では想像もできないような物語がたくさんあっ

て読んでいると面白いから。 

２ 
本の世界

に入れる 

非現実的な楽しい世界に入れるから。 

色々な世界観を楽しめるから。 

心が落ち着き本の世界に現実逃避できるから。 
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(3) 読書が「嫌い」又は「どちらかというと好きじゃない」と回答した人に、「読書

が嫌いな理由は何ですか？」 

 

小学生、中学生ともに「文字を読むことが苦手」が最も多く、次いで「他にや

りたいことがある」となっています。 

 

(4) 「あなたは、９月中に何冊の本を読みましたか。」 
教科書・自習書・コミックを除く（かぞえない）。学習マンガやケータイ小説・

電子書籍は含む（かぞえる）。朝読書など、学校での読書の時間に読んだ冊数

も含めて読んだ冊数を記入してください。 

 

１冊も読んでいない子どもの割合は、小学生、中学生ともに増加しました。な

お、０冊の割合の学年比は、次のとおりです。特に、４年生、６年生が著しく増

加しています。 

 

5.3%

12.3%

35.6%

26.2%

9.1%

6.5%

37.9%

33.8%

12.1%

21.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生

小学生

どんな本を読んだらいいのかわからない 他にやりたいことがある

本を読む時間がない 文字を読むことが苦手

その他

16.6%

12.5%

65.0%

34.4%

9.4%

19.9%

5.1%

15.4%

3.7%

17.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学生

0冊 1～5冊 6～10冊 11～20冊 20冊以上
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5.5%
3.5%

5.0% 5.0%
3.6%

5.3% 4.7%

12.5%10.6%

21.0%

13.0%
14.3%

10.8%

13.4%
12.0%

16.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度 29年度 令和４年度

０冊の子どもの全体に占める割合の経過

小学生 中学生

0.5%

6.0%

8.6%

13.4%

2.8%

5.1%

6.1%

12.0%

4.2%

15.5%

16.8%

16.6%

0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0%

小学２年生

小学４年生

小学６年生

中学２年生

小学２年生 小学４年生 小学６年生 中学２年生

令和４年度 4.2% 15.5% 16.8% 16.6%
平成29年度 2.8% 5.1% 6.1% 12.0%
平成27年度 0.5% 6.0% 8.6% 13.4%

学年別０冊の子どもの全体に占める割合

令和４年度 平成29年度 平成27年度
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(5) 「あなたは、どんな本を多く読んでいますか？２つ選ぶことができます。」 

 

 

小学生、中学生ともに「物語・小説」の割合が最も高く、小学生は「絵本」が

4.1 ポイント、図鑑が４ポイント増加しました。 

 

  

11.9%

16.0%

34.0%

34.7%

10.0%

6.6%

11.8%

8.5%

5.7%

3.3%

8.4%

12.4%

10.3%

8.7%

7.9%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

令和４年度

小学生

絵本 物語・小説 科学読み物 歴史物語 伝記 図鑑 趣味・スポーツ その他

2.2%

3.6%

53.3%

55.2%

4.1%

4.4%

4.9%

6.0%

2.5%

2.7%

2.7%

4.0%

21.1%

16.8%

9.2%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

令和４年度

中学生

絵本 物語・小説 科学読み物 歴史物語 伝記 図鑑 趣味・スポーツ その他
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(6) 「あなたは、本をどのように用意していますか？２つ選ぶことができます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生、中学生ともに、「親が買う」と「自分で買う」を合わせた「購入」の割

合が最も高く、小学生は 43.6%、中学生は 62.7%という状況です。次いで、小学

生は、「学校の図書室で借りる」と「中央図書館等で借りる」を合わせた「公共施

設で借りる」の割合が 40.7％となっています。 

31.7%

10.4%

4.2%

12.2%

20.3%

16.8%

4.4%

31.8%

8.9%

3.5%

5.2%

27.7%

15.9%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

学校の図書室で借りる

中央図書館や移動図書館わかあゆ号、

公民館、児童館等で借りる

友達に借りる

家族に借りる

親が買う

自分で買う

タブレット・パソコン・スマート

フォンを使って本を読む

小学生

令和4年度 平成29年度

8.9%

6.0%

7.0%

4.7%

19.7%

42.2%

11.5%

9.2%

3.1%

3.5%

6.2%

24.3%

38.4%

15.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

学校の図書室で借りる

中央図書館や移動図書館わかあゆ号、

公民館、児童館等で借りる

友達に借りる

家族に借りる

親が買う

自分で買う

タブレット・パソコン・スマート

フォンを使って本を読む

中学生

令和4年度 平成29年度
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(7) 「あなたは、紙に印刷された本ではなく、画面で読む本や雑誌を読んだことが

ありますか？」 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、新たに加えた設問です。あると回答した小学生は 44.1%、中学生は 71.0%

となり、中学生は、小学生に比べて読んだことがある人の割合が高い状況です。 

 

(8) 小学２年生対象 
「あなたは、これまでにお父さんやお母さん、おじいさんやおばあさん、幼稚

園や保育所の先生などに、本を読んでもらったり、昔話を聞いたりしたことが

ありましたか？小学校学校に入る前のことも思い出して答えてください。」 

 

「たくさん読んでもらった」が 5.3 ポイント減少し、「読んでもらったことが

ある」0.6 ポイント増加しています。「たくさん読んでもらった」と「読んでも

らったことがある」を合わせた読み聞かせ体験のあった子どもの割合は 84％と

なっており、前回調査から 4.7 ポイント減少しました。なお、「今まで、読んで

66.3%

61.0%

22.4%

23.0%

5.4%

5.0%

5.9%

8.0%

0.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

令和4年度

たくさん読んでもらった

読んでもらったことがある

今まで、読んでもらったことはなかったし、今もない

覚えていない

無回答

71.0%

29.0%

中学生

ある

ない
44.1%

55.9%

小学生

ある

ない
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もらったことはなかったし、今もない」が 0.4 ポイント減少しています。 

 

(9) 小学４・６年生、中学２年生対象 
「あなたは、最近１か月で、学校の図書室を利用しましたか？」 

 

 

 
 

学校の図書室を「利用した」小学生は 50.1%、中学生は 19.9%と小学生に比べ

て中学生の利用が少ない状況です。 

  

50.1%48.8%

1.1%

小学生

利用した。図書

室で本を読んだ

り借りたりし

た。図書室の机

や椅子を利用し

た。
利用していな

い。

無回答

利用した。図書室で本を

読んだり借りたりした。

図書室の机や椅子を利用

した。

利用していない。 無回答

小学校4年生 413 295 10
小学校6年生 322 422 6
中学校2年生 144 573 6

0
100
200
300
400
500
600
700

人
学年別構成比

小学校4年生 小学校6年生 中学校2年生

19.9%

79.3%

0.8%

中学生

利用した。図書

室で本を読んだ

り借りたりし

た。図書室の机

や椅子を利用し

た。
利用していな

い。

無回答
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(10) 小学４・６年生、中学２年生対象 
学校の図書室を利用していないと回答した人に、「利用していない理由はなん

ですか。」 

 

 

 

利用しない理由は、小学生、中学生ともに、「図書室に読みたい本がない」が最

も多く、次いで「図書室に行く時間がない」という状況です。中学生の利用しな

い理由は、「図書室に行く気にならない」という理由が多く入力されていました。 

 

 

 

 

 

 

45.9%

31.2%

22.9%

小学生

図書室に読みた

い本がない

図書室に行く時

間がない

その他

図書室に読みたい

本がない
図書室に行く時間がない その他

小学校4年生 114 104 77
小学校6年生 215 120 87
中学校2年生 238 201 134

114 104
77

215

120

87

238

201

134

0

50

100

150

200

250

人 学年別構成比

小学校4年生 小学校6年生 中学校2年生

41.5%

35.1%

23.4%

中学生

図書室に読みた

い本がない

図書室に行く時

間がない

その他
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(11) 小学４・６年生、中学２年生対象 
「図書室にどんな本を置いてほしいですか。２つ選ぶことができます。」 

 

希望が多い順に、小学生は「物語・小説」「その他」「趣味・スポーツ」、中学生

は「物語・小説」「趣味・スポーツ」「その他」でした。小・中学生ともに、「その

他」の内容で最も多かったものはマンガでした。その他に、アニメや怖い話等が

入力されていました。 

  

3.7%

7.5%

46.5%

36.5%

5.2%

7.0%

6.9%

10.0%

4.5%

4.1%

2.8%

8.2%

18.8%

11.4%

11.5%

15.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生

小学生

絵本 物語・小説 科学読み物 歴史物語 伝記 図鑑 趣味・スポーツ その他
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３ 子どもを対象とした読書ボランティア団体実態調査 
  結果 

１ 実施期間 令和４年 10～11 月 

 

２ 調査方法及び調査対象 

（１） 施設に対する調査 

各施設に調査票を送り、施設内で活動しているボランティア団体の有無について 

回答をいただきました。 

  なお、絵本の読み聞かせ、本の紹介、本の修理、書棚の整理、読書や本に関わる行事を

行うこと(手伝うこと)などの活動している方を読書ボランティアとしています。 

  215 施設を対象として実施し、214 施設から回答を得ました。（表１参照）そのうち、

ボランティア団体があるという回答があったのは、39 施設で全体の 18.1％でした。（１

団体は、活動を休止中。）平成 29 年に実施した読書ボランティア団体調査（以下「前回

調査」とする。）と比べると、中学校、私設保育施設、市内コミュニティ保育、図書館を

除くすべての施設で減少していました。（表２参照） 

     

【表１ 施設ごとの回答状況】              （回収率：99.5％） 

 調査対象 施設数 回答数 未回答数 有の数 有の割合 

1 小学校 24 24 0 22 91.7% 

2 中学校 13 13 0 2 15.4% 

3 児童館 38 38 0 6 15.8% 

4 公民館 16 16 0 1 6.3% 

5 市立保育所 4 4 0 0 0.0% 

6 放課後児童クラブ 30 30 0 4 13.3% 

7 子育て支援センター 1 1 0 0 0.0% 

8 私立幼稚園 17 17 0 2 11.8% 

9 認可保育所 32 32 0 0 0.0% 

10 私設保育施設 37 36 1 0 0.0% 

11 市内コミュニティ保育 2 2 0 1 50.0% 

12 図書館 1 1 0 1 100.0% 

  合計 215 214 1 39 18.1% 
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【表２ 施設ごとのボランティア活動状況及び前回調査との比較】 

  調査対象 
令和４年度 平成 29 年度 

施設数 有の数 有の割合 団体数 施設数 有の数 有の割合 団体数 

1 小学校 24 22 91.7% 50 24 23 95.8% 29 

2 中学校 13 2 15.4% 2 13 2 15.4% 3 

3 児童館 38 6 15.8% 6 37 10 27.0% 10 

4 公民館 16 1 6.3% 1 16 4 25.0% 4 

5 市立保育所 4 0 0.0% 0 5 2 40.0% 2 

6 放課後児童クラブ 30 4 13.3% 4 27 8 29.6% 8 

7 子育て支援センター 1 0 0.0% 0 1 1 100.0% 1 

8 私立幼稚園 17 2 11.8% 2 18 3 16.7% 3 

9 認可保育所 32 0 0.0% 0 26 3 11.5% 3 

10 私設保育施設 37 0 0.0% 0 25 0 0.0% 0 

11 市内コミュニティ保育 2 1 50.0% 1 4 1 25.0% 1 

12 図書館 1 1 100.0% 1 1 1 100.0% 1 

13 その他         1 1 100.0% 1 

  合計 215 39 18.1% 67 198 59 29.8% 66 

※ 団体数は活動している延べ数で、同一の団体が複数の場所で活動しています。 

 

（２）ボランティア団体に対する調査 

   活動している施設を通じて、読書ボランティア団体に調査票を送り、活動実態につい

て回答いただきました。 

    34 団体 467 人が 37 か所で活動しており、個人で活動されている方が２人２か所、合

計 469 人が 39 か所で活動していました。 

また、２団体が複数箇所で活動しており、前回調査と比べると、新たに６団体増え、１

団体が減少していました。各施設の状況は次のとおりです。 

  

ア 小学校 

22 校の市立小学校で、ボランティア活動が継続しており、子どもが卒業後も活動して

いる学校が９校、保護者でない方が参加されている学校も９校ありました。前回調査で

は、全ての市立小学校でボランティア活動が行われていましたが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響で、活動の制限があった間にメンバーの交替があり、募集がで

きていない学校が１校ありました。多くは１校１団体でしたが、２校で複数の団体が活

動していました。 
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また、地域のボランティアで構成されている１団体については、全ての市立小学校で

年１回活動をしていました。 

活動頻度は週１回から年１回まで様々で、最も多かったのが月１回の８団体でした。

週１回が５団体、前回調査ではなかった各学期２回活動が２団体ありました。 

朝の５～15 分程度の読み聞かせのほか、昼休みも読み聞かせやおはなし会を実施した

り、人形劇や手遊びなどを取り入れたりしている団体もありました。 

さらに、クリスマス会などの季節の行事を開催したり、読み聞かせで読んだ本を記し

た紙を図書室前の壁に貼りだしたり、様々な活動を行っている団体もありました。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会場をコロナ禍前の図書室から体

育館に変更する、読み聞かせに大型絵本を使用するなどの工夫をされていることが分か

りました。 

イ 中学校 

前回調査では、２つの中学校で３団体が活動していましたが、今回の調査では、２団

体に減少しています。朝の読書の時間や給食の時間に読み聞かせが行われていました。 

ウ 児童館 

前回調査では、地域のボランティアで構成されている３団体が、10 児童館（厚木北・

ひまわり・及川・妻田東・上荻野・飯山中部・宮の里・戸室・浅間山・岡田）で活動して

いましたが、今回の調査では、６児童館（妻田東・荻野・荻野新宿・鳶尾・戸室・浅間山）

に減少しています。午前中のおひさまタイムに幼児と保護者を対象としたおはなし会等

を行っています。 

エ 公民館 

前回調査では、３団体が４公民館で活動していましたが、今回の調査では団体数が減

少し、１団体が荻野公民館で、絵本の読み聞かせを中心にしたおはなし会を行っていま

す。 

オ 市立保育所 

前回調査では、地域のボランティア２団体が活動していましたが、今回の調査では、

読書ボランティア団体が活動している保育所はありませんでした。 

カ 放課後児童クラブ 

前回調査では、保護者を中心に小学校で活動している３団体と地域のボランティア２

団体の計５団体が８つの放課後児童クラブ（厚木１・厚木２・北・三田第一・三田第二・

南毛利・愛甲・鳶尾児童クラブ）で読み聞かせ活動をしていましたが、今回の調査では、

地域のボランティア２団体と個人で活動をされている方２人が、４つの放課後児童クラ

ブ（緑ケ丘・鳶尾・上荻野・上依知児童クラブ）で読み聞かせ活動をしていました。個人

で活動をされている方は、手遊びやゲーム、マジックなどのレクリエーションも行って

いました。 

キ 子育て支援センター 

前回調査では、１団体が活動していましたが、今回の調査では、子育て支援センター

で活動をしている読書ボランティア団体はありませんでした。 
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ク 私立幼稚園 

前回調査では、３つの幼稚園に保護者による読書ボランティア団体がありましたが、

今回の調査では、２つの幼稚園に保護者による読書ボランティア団体があり、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響で、１団体のみ活動を行っていました。読み聞かせ

やお誕生日会、七夕やクリスマス会などのイベント時には、ペープサートや影絵などの

劇を上演していました。 

ケ 認可保育所 

前回調査では、３団体が活動をしていましたが、今回の調査では、ボランティア団体

が活動している認可保育所はありませんでした。 

コ 市内コミュニティ保育 

前回も１施設で保護者による活動がありましたが、前回実施していた施設とは異なる

１施設で、保護者により週４日、絵本や紙芝居の読み聞かせのほか、パネルシアター、

エプロンシアターを行っていました。 

サ 図書館 

コロナ禍で休止の時期もありましたが、前回調査と同様、市職員と協働で、おはなし

会を実施しています。 

 

３ 図書館への要望 

（１）団体貸出しについて 

パネルシアターやエプロンシアターの受取方法や予約連絡方法に関する要望が出され

ました。また、大型絵本、紙芝居、ペープサート、パネルシアター等資料の充実への要望

も出されています。 

（２）交流会や講座について 

他校のボランティア団体と情報共有できる場所や機会がほしいとの要望や交流会を開

催してほしいとの要望が出されました。特に、コロナ禍のため、他のボランティア団体

の活動の様子を知ることや相談することができれば自分たちの活動の参考になるとのこ

とです。 

また、講座の充実や講座に参加できないメンバーのために、内容を動画配信で見られ

るようにしたり、出張して団体の活動場所まで来たりしてほしいとの要望も出されてい

ます。 

（３）絵本リストの提供について 

本の選定に苦慮しているという意見があり、読み聞かせに向く年齢別やジャンル（物

語・実話・科学等）別のリストの提供の要望が出されました。 

また、公民館図書室への紙芝居リストの設置についての要望も出されています。 

（４）会の運営への援助 

団体の紹介や会員の募集状況を図書館主導で広報してほしいとの要望が出されました。 

（５）その他 
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絵本の配架順や市ホームページに関する要望が出されました。また、ＷＥＢ上で、ア

ンケートや講座の申込みができるようにしてほしいとの要望も出されています。 

 

４ 今後の取組 

図書館への要望から、次の支援等に取り組みます。 

（１）ボランティア活動を支援・援助するために、団体から要望の多い資料について充実に

努めます。 

（２）団体貸出しの周知について、引き続き強化を図ります。 

（３）ボランティア同士の交流・連携のために、交流会を企画し実施します。 

また、ボランティア活動の把握に努め、ボランティア団体の活動がない施設から相談

があった場合に紹介します。 

（４）ボランティアの養成とスキルアップのために、団体からの要望を踏まえて、研修会・

講習会等を企画するとともに、読み聞かせに向く絵本のブックガイド等、情報の提供に

努めます。 

  



 

57 

  

４ 厚木市子ども読書活動推進委員会設置規程 

（設置） 

第１条 「厚木市子ども読書活動推進計画」に基づき施策を推進するため、庁内に厚木市子

ども読書活動推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に揚げる事務を所掌する。 

（１）子ども読書活動推進に関すること 

（２）厚木市子ども読書活動推進計画の策定及び進行管理に関すること 

（３）その他委員会が必要と認めること 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、別表の職にある者をもって組織する。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は中央図書館長をもって充て、副委員長は教育指導課教育指導係長をもって充て

る。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、所掌事務を審議するため、必要があると認めるときは、委員以外のものを出

席させ意見又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、中央図書館が行う。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この規程は、平成 19年７年 10日から施行する。 

 この規程は、平成 21年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成 22年４月１日から施行する。 

 この規定は、平成 24年４月１日から施行する。 

 この規定は、平成 26年４月１日から施行する。 

 この規定は、平成 29年４月１日から施行する。 

 この規定は、平成 30年６月１日から施行する。 

 この規定は、令和５年２月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

 

  

職　名 関連分野 部局

委員長 総括 教委

副委員長 総括 教委

委　員 放課後児童クラブ 市

委　員 保育所等 市

委　員 子育て支援センター 市

委　員 児童館 市

委　員 生涯学習 市

委　員 教育政策 教委

委　員 学校図書館 教委

委　員 教育研究所 教委

委　員 社会教育 教委

事務局 教委中央図書館

子育て支援センター子育て支援係長

社会教育課社会教育係長

教育指導課教育指導係長

教育研究所教育研究係長

青少年課青少年施設係長

学務課保健安全係長

保育課保育認定・給付係長

文化生涯学習課生涯学習推進係長

教育総務課教育総務係長

役　職　名　等

中央図書館長

こども育成課放課後こども係長
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５ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成 13年 12 月 12 日法律第 154 号） 

（目的）  

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項

を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言

葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ども

があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極

的にそのための環境の整備が推進されなければならない。  

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

（保護者の役割）  

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化）  

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整

備に努めるものとする。 
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（子ども読書活動推進基本計画）  

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を 図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計

画」という。）を策定しなければならない。  

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。  

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基

本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該

市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ど

も読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ども

が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。 

（財政上の措置等）  

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 この法律は、公布の日から施行する。（平成 13年 12 月 12 日） 
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○衆議院文部科学委員会における附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備

していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の

推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができ

る環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重するこ

と。 

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に

基づき提供に努めるようにすること。 

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの

参加については、その自主性を尊重すること。 
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６ 文字・活字文化振興法 

（平成 17年７月 29 日法律第 91 号） 

（目的）  

第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の

継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないも

のであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び

地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項

を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進

を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的と

する。  

（定義）  

第二条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたも

の（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精

神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれ

らの活動の文化的所産をいう。  

（基本理念）  

第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重さ

れつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体

的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環

境を整備することを旨として、行われなければならない。  

２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮され

なければならない。  

３ 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるよ

うにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基

礎とする言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければなら

ない。  

（国の責務）  

第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活

字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
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（関係機関等との連携強化）  

第六条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよ

う、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の

整備に努めるものとする。  

（地域における文字・活字文化の振興）  

第七条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必

要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することが

できるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的

条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものと

する。  

３ 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・

活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活

動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。  

４ 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興

を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。  

（学校教育における言語力の涵養）  

第八条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効

果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職

員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるもの

とする。  

２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図る

ため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制

の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必

要な施策を講ずるものとする。  

（文字・活字文化の国際交流）  

第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするととも

に我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広

く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻

訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものと

する。  
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（学術的出版物の普及）  

第十条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果に

ついての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（文字・活字文化の日）  

第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、

文字・活字文化の日を設ける。  

２ 文字・活字文化の日は、10 月 27 日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施され

るよう努めるものとする。  

（財政上の措置等）  

第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

 

  附 則  

この法律は、公布の日から施行する。（平成 17年７月 29日）  
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７ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

（令和元年６月 28 日法律第 49 号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本計画等（第七条・第八条） 

第三章 基本的施策（第九条―第十七条） 

第四章 協議の場等（第十八条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の

読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等

の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民

が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法（平成十七年法律第九十一号）

第二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享受することができる社会の実現に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障

害により、書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視覚による表現

の認識が困難な者をいう。 

２ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の

視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 

３ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍

に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第

二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に

認識することができるものをいう。 

（基本理念） 

第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければ

ならない。 

一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著

しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活

用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等

の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「視

覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図られること。 
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三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

（財政上の措置等） 

第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

第二章 基本計画等 

（基本計画） 

第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基

本的な計画（以下この章において「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済

産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚

障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインター

ネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（地方公共団体の計画） 

第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読

書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

第三章 基本的施策 
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（視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等） 

第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校

図書館（以下「公立図書館等」という。）並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき

役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障

害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等による

これらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、

公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の

視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるよ

うにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 

（インターネットを利用したサービスの提供体制の強化） 

第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する

視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、

次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 点字図書館等から著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十七条第二項又は第三

項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「特定電子

書籍等」という。）であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点

字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これ

らをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する

支援 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供に

ついての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館

及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 

（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製

作される視覚障害者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定電子書籍等

の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対

する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者（次条及

び第十八条において「出版者」という。）からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う

者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等） 

第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の

進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記

録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提
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供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備） 

第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発

行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障

害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるもの

を外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備そ

の他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 

（端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援） 

第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための

端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施

策を講ずるものとする。 

（情報通信技術の習得支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当た

って必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡

回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（研究開発の推進等） 

第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器

等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等

に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、

国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用の

ための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活

動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 協議の場等 

第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るた

め、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図

書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又

は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を

設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。（令和元年６月 28 日） 



議案第９号 
 
 

厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針及び厚木市立小・中学

校の働き方改革アクションプラン（令和６年度～令和８年度）について 
 
                                         
厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針及び厚木市立小・中学校の働き方

改革アクションプラン（令和６年度～令和８年度）を別紙のとおり定める。 
 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
厚木市立小・中学校における働き方改革に係る取組の推進を図るため、厚木市立小・中

学校における働き方改革に関する方針を改定し、あわせて、方針に基づく令和６年度から

令和８年度までの取組を厚木市立小・中学校の働き方改革アクションプラン（令和６年度

～令和８年度）として定める。 



厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針

学校現場の多忙化が課題となる中、国においては、平成31年１月25日に中央

教育審議会から「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の
構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答
申）」が文部科学省に提出され、同日、文部科学省が「公立学校の教師の勤務
時間の上限に関するガイドライン」※を策定しました。さらに、３月には「学校に
おける働き方改革に関する取組の徹底について（通知）」が発出されたことによ
り、働き方改革の推進に向けた重要な方策が整理され、各教育委員会の実情
に応じて順次適切に取組を進めることが求められました。
このような動向を踏まえ、神奈川県教育委員会が、令和元年10月に「神奈川
の教員の働き方改革に関する指針」を策定しました。この指針を基に、市町村教
育委員会では、学校に課されている負担を軽減し、県教育委員会と連携を図り
ながら総合的な取組を実施していくこととなりました。
厚木市はこれまでも、子どもたちにとって最大の教育環境は教職員であると
の認識から、教職員が児童・生徒一人一人と向き合う時間を確保できるよう、
様々な負担軽減策を講じてきました。
今回、厚木市教育委員会としての取組を整理し、新たに「厚木市立小・中学校
における働き方改革に関する方針」（以下「方針」という。）を策定しました。
厚木市教育委員会は、学校と共に、方針に基づき、引き続き学校における働
き方改革に取り組み、教育環境の一層の向上を図ります。

令和２年３月 策定
令和６年○月 改定
厚木市教育委員会

目 的

時間外勤務 月45時間、年360時間以内目 標

対象 ： 学校で働く全ての人

※「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」は、令和２年４月１日から
「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会
が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」となります。



◆ 取組の柱１ 学校業務の適正化

市立小・中学校に依頼する調査や照会、充て職等について、整理統合や精選等を
行うとともに、配布物の電子化等を進めます。

◆ 取組の柱２ 学校の支援の工夫

• 学校運営協議会と地域学校協働活動が車の両輪となって、学校と地域のつながり
を強化し、学校の支援に取り組みます。

• 多岐にわたる学校の業務に対する人的支援を拡充します。

◆ 取組の柱５ 意識改革の推進

• 市立小・中学校の重点目標や学校運営の基本方針に、教職員の働き方改革の視点
を盛り込むよう、各学校に指導・助言を行います。

• 取組の好事例などを共有し、意識改革の推進を図ります。

◆ 取組の柱６ 労働安全衛生管理体制の充実

• 勤務時間を客観的に把握し、更なる働き方の改善につなげます。
• 教職員の健康管理や職場環境の改善に取り組みます。

◆ 取組の柱７ 学校部活動の改革

部活動の地域移行に向けた取組を推進します。

市教育委員会が中心となって、市長部局や各学校と連携し、
取組を推進していきます。
なお、厚木市教育振興基本計画の実施計画として取組を推進
し、推進状況を検証するとともに、学校の意見を聴きながら、改
善を図っていきます。

推 進

◆ 取組の柱３ 学校閉庁日の拡大

年次休暇や夏季休暇の取得促進のため、学校閉庁日の拡大に努めます。

◆ 取組の柱４ 働き方改革の理解促進

教職員の働き方改革に関する理解を促進するため、保護者、地域、教職員等に向
けた情報提供を行います。

目標を達成するため、これまで実施してきた取組を継続する
とともに、新たな取組を推進します取組の柱



 

 

 

（案） 

厚木市立小・中学校の働き方改革 

◆アクションプラン◆ 

（令和６年度～令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年○月 

厚木市教育委員会  
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１ 目的                               

本市では、子どもたちにとって最大の教育環境は教職員であるとの考えから、教職

員が児童・生徒一人一人と向き合うための時間を確保するため、令和２年３月に「厚

木市立小・中学校における働き方改革に関する方針」（以下「方針」という。）を定

め、教職員の負担軽減に取り組んでいます。 

方針に掲げた目標「時間外勤務 月45時間、年360時間以内」の達成に向けた取組

を推進するため、「厚木市立小・中学校の働き方改革アクションプラン（令和６年度～

令和８年度）」を策定しました。 

 

2 位置付け                              

「第２次厚木市教育振興基本計画（令和３年３月策定）」の基本方針の一つである

「基本方針２ 子どもたちを育てる支援体制の充実」に基づき、学校における働き方

改革を具体的かつ計画的に進めるための指針として位置付けています。 

 

3 これまでの取組                          

令和３年度から令和５年度までを計画期間とした前アクションプランでは、教職員出

退勤管理システムの設置による正確な勤務実態の把握、ICT環境の整備や学校閉庁日の

拡大などの環境改善等に取り組んできました。 

今後は、更なる教職員の意識改革へのアプローチや、時間外勤務削減の仕組みづくり

を推進します。 

 

４ 計画期間                             

令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 

５ 対象                               

学校で働く全ての人 
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６ 基本的な考え方                           

方針に掲げる「七つの取組の柱」に基づき、働き方改革の推進の中心となる「重点

取組」と、更なる工夫や改善をしながら継続的に進める「その他の取組」について、

教職員、学校、教育委員会が一体となり、着実に実行します。 

また、現段階では取組としていない事項についても、教職員の長時間勤務の改善に

有効と思われる取組については、学校現場の声を聞きながら、積極的に研究を進め、

目標達成に向けて取り組みます。 

なお、GIGAスクール構想により学校内のICT環境が整備されてきたことから、「ICT

を活用した働き方改革」の視点を導入し、取組の工夫や強化に努めます。 

◆七つの取組の柱◆ 

柱１ 学校業務の適正化 

柱２ 学校の支援の工夫 

柱３ 学校閉庁日の拡大 

柱４ 働き方改革の理解促進 

柱５ 意識改革の推進 

柱６ 労働安全衛生管理体制の充実 

柱７ 学校部活動の改革 

 

７ 進行管理                             

毎年度、取組の推進状況を確認するとともに、アンケートや学校との意見交換等に

より、学校現場の意見を把握、反映しながら、継続的な改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 方針に基づくアクションプラン策定 

Ｄ 各取組の実施 

  
Ｃ 取組の進捗状況の把握 

アンケート・意見交換会等の実施 
  

Ａ 取組の見直し・改善 
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８ 具体的な取組                            
 

 
 

重点取組１ 配布物の電子化    ≪教育総務課≫  
 

児童・生徒を対象とした資料配布物等について、アプリの活用等による電子化を進めま

す。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 
重点取組２ 学年始休業期間の延長       ≪教育総務課≫  

 

新学期への準備期間について適切な日数を確保するため、学年始業日を見直し、学年始休

業期間を延長します。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 
その他の取組 

 

№ 取組内容 担当課等 
１ 学校事務の在り方の検討 教育総務課 

２ 
充て職*や附属機関の委員の精選 
（＊他の職を兼任させること） 教育総務課 

３ 学校に依頼する調査や照会の精選 教育総務課 

４ スクールアシスタント業務による支援 教育施設課 

５ 校務支援システムの活用 
教育指導課 
教育研究所 

６ 学校施設使用に関する事務の改善 
スポーツ推進課 
教育施設課 

７ 公会計による学校給食費の徴収・管理 学校給食課 

８ 就学時健康診断の実施方法の改善 学務課 

９ 学校電話音声応答装置による対応 教育総務課 

10 「絵画等の作品募集」回収方法の改善 関係課等 

取組の柱１ 学校業務の適正化 

実証実験 継続実施 
課題改善 

取組実施 
課題把握 

状況把握 
課題整理 取組実施 実施方法決定 

規則改正 

 

 
新規 

 
新規 

新規 
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重点取組１ 地域学校協働活動の支援 ≪社会教育課≫  

令和５年度から本格実施となった地域学校協働活動の導入地区の拡大を進め、令和７年度

に全地区へ展開し、その活動を支援します。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

重点取組２ 学校業務の人的支援の拡充 ≪教育総務課ほか≫  
（教育総務課、青少年教育相談センター、教育指導課） 

多岐にわたる学校の業務を支援するため、積極的な人材確保を進め、人的支援を拡充しま

す。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

その他の取組 

№ 取組内容 担当課 
1 コミュニティ・スクールの活動支援 教育総務課 

2 教育法務担当の配置 教育総務課 

３ 外国語指導助手の配置 教育指導課 

４ 学校司書の配置 教育指導課 
５ 特別支援教育介助員の配置 教育指導課 

６ 日本語指導協力者の派遣 教育指導課 
７ 部活動指導協力者の派遣 教育指導課 

８ 部活動指導員の配置 教育指導課 
９ 学力ステップアップ支援員の配置 教職員課 

10 小学校児童支援のための非常勤講師の配置 教職員課 
11 中学校少人数学級のための非常勤講師の配置 教職員課 

12 校内教育支援センター フリールームへの人材の配置 青少年教育相談センター 
13 こころスマイル支援員の配置 青少年教育相談センター 

14 小学校スクールカウンセラーの配置 青少年教育相談センター 

取組の柱２ 学校の支援の工夫 

活動地区拡大 全地区導入完了 

課題整理 改善策の実施 改善方法の検討 

全地区での取組 

 
新規 
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重点取組１ 学校閉庁日の拡大 ≪教育総務課≫  
 

教職員が休暇等を取得しやすい環境づくりを促進するため、学校閉庁日を拡大します。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

その他の取組 
 

№ 取組内容 担当課等 
1 学校閉庁日の周知 教育総務課 

2 閉庁時の学校施設開放の対応 
スポーツ推進課 
教育施設課 

 

 

 
 

 

重点取組１ 積極的な情報提供 ≪教育総務課≫  
 

様々な機会や媒体を活用して、保護者、地域、教職員等に対し、働き方改革に関して理解

を深められるよう積極的に情報提供します。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

その他の取組 
 

№ 取組内容 担当課 
1 総合教育会議における継続的な協議 教育総務課 

  

取組の柱３ 学校閉庁日の拡大 

取組の柱４ 働き方改革の理解促進 

実績把握 
課題整理 拡大実施 日程の検討・調整 

広報等への掲載、HP の充実、事例紹介、課題把握・研究 
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重点取組１ 働き方改革への支援 ≪教育指導課≫  
 

各学校に対して、重点目標や経営方針策定の際や教育課程の編成・実施において働き方改

革の視点を盛り込みつつ、効果的に取組を進められるよう指導・助言を行います。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

重点取組２ 行事や会議等の精選・オンライン化 ≪教育指導課ほか≫  
                             （教育指導課、関係課等） 

教育課程の編成における行事等の設定や会議の精選及びWeb会議やオンライン研修等の拡

充に関する助言を行い、意識改革の推進を図ります。また、取組の好事例を他校と共有しま

す。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

重点取組３ １人１台パソコンの効果的な活用等支援 ≪教育研究所≫  
 

１人１台のパソコンを効果的に活用する授業づくりについて調査・研究し、各校に情報発

信することで、各校の取組を支援するとともに、新たな活用の検討を行います。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

その他の取組 
 

№ 取組内容 担当課等 

1 
人材を有効に活用する「チームとしての学校」の意識
づくり 

教育指導課 

2 
学校、市、外部機関（児童相談所、警察等）と
の連携・協働 

教育指導課 
青少年教育相談センター 

  

取組の柱５ 意識改革の推進

指導 ・ 助言 

学校における取組事例の共有 、 取組の改善 

効果的な活用方法 
の検討 新たな活用の検討 効果的な活用方法 

の実施 
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重点取組１ 勤務時間の客観的な把握 ≪教職員課≫  
 

教職員出退勤管理システムにより、勤務時間を客観的に把握し、その情報を共有すること

で､働き方の改善につなげます。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

その他の取組 
 

№ 取組内容 担当課 
1 年次休暇、夏季休暇、代休の取得の促進 教職員課 

２ 職員定数の改善 教職員課 

3 36協定*の締結 
（*労働基準法第36条に基づく労使協定） 教職員課 

4 安全衛生委員会の定期的な開催 教職員課 

5 管理職に産業医や安全衛生委員会の活用方法を
周知、教職員の健康管理や職場環境の改善 教職員課 

6 全教職員のストレスチェックの実施とその結果を基に
した労働環境の充実・改善 教職員課 

７ 公立学校共済組合の電話やＷＥＢによる相談窓
口の周知 教職員課 

８ 変形労働時間制の研究 教職員課 
 

  

取組の柱６ 労働安全衛生管理体制の充実 

把握 、 各学校との情報共有 、 助言 
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重点取組１ 部活動の地域移行に向けた取組の推進       ≪教育指導課ほか≫ 
（教育指導課、スポーツ推進課、文化生涯学習課） 

 
休日における部活動の地域移行に向けた方針等を策定します。 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

 

  

 

その他の取組 
 

№ 取組内容 担当課 
１ 部活動指導協力者の派遣 教育指導課 
２ 部活動指導員の配置 教育指導課 

３ 
週２日以上の休養日の取得を含めた厚木市部活
動に関する方針に係る指導 教育指導課 

 

取組の柱７ 学校部活動の改革 

方向性等の検討 方針策定 、 試行実施 

 
新規 



 

議案第１０号 
 
 
   厚木市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について 
 
 
厚木市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について、別紙のとおり制定する。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴い、関係規則の一部

を改正するため、本規則を制定する。 



1 
 

厚木市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則 

 

（厚木市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 厚木市教育委員会公印規則（昭和51年厚木市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

別表中７の項から９の項までを削り、10の項を７の項とし、11の項を８の項

とし、12の項を９の項とする。 

（厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正） 

第２条 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和54年

厚木市教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号から第18号までを１号

ずつ繰り上げる。 

（厚木市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正） 

第３条 厚木市教育委員会職員の職の設置に関する規則（昭和56年厚木市教育

委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「、公民館、あつぎ郷土博物館及び中央図書館に館長を」を

削り、同条第２項中「、教育研究所及び中央図書館」を「及び教育研究所」に

改める。 

第５条第１項第２号中「公民館主事、」を削る。 

（厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの

運用に関する規則の一部改正） 

第４条 厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約シス

テムの運用に関する規則（平成16年厚木市教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分中「次に掲げるとおり」を「市立の学校施設のう

ち、夜間照明施設を保有している屋外運動場（当該夜間照明施設を使用する場

合に限る。）」に改め、同条各号を削る。 

（厚木市公契約条例施行規則の一部改正） 

第５条 厚木市公契約条例施行規則（平成25年厚木市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条を削る。 

第３条中「この規則に定めるもののほか、条例」を「厚木市公契約条例（平

成24年厚木市条例第29号）」に改め、「必要な事項」を削り、同条の見出し及

び条名を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



参考資料 

2 

新旧対照表 
新 旧 

厚木市教育委員会公印規則の一部改正（第１条

関係） 
厚木市教育委員会公印規則の一部改正（第１条

関係） 
別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
番

号 
公

印

の

名

称 

書

体 
寸

法 
(
ミ

リ

メ

ー

ト

ル

) 

ひな形 用

途 
保

管

者 

印

材 
個

数 

1
~
6 

略 略 略 略 略 略 略 略 

 
 
 
 
 

番

号 
公

印

の

名

称 

書

体 
寸

法 
(
ミ

リ

メ

ー

ト

ル

) 

ひな形 用

途 
保

管

者 

印

材 
個

数 

1
～

6 

略 略 略 略 略 略 略 略 

7 厚

木

市

立

何

々

図

書

館

長

印 

て

ん

書 

方

 

2
1 

 

図

書

館

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

図

書

館

長 

木

印 
1 

8 厚

木

市

立

何

々

公

民

館

長

印 

て

ん

書 

方

 

1
8 

 

公

民

館

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

公

民

館

長 

木

印 
1
5 
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7 厚

木

市

立

何

々

図

書

館

長

印 

て

ん

書 

方

 

2
1 

 図

書

館

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

図

書

館

長 

木

印

1 

7
～

9 

略 略 略 略 略 略 略 略 

 

9 厚

木

市

教

育

委

員

会

印 

て

ん

書 

方

 

2
1 

 

体

育

施

設

の

使

用

許

可

等

に

関

す

る

文

書 

ス

ポ

ー

ツ

推

進

課

長 

木

印 
1 

1
0
～

1
2 

略 略 略 略 略 略 略 略 

 

(注) 略 (注) 略 
  

厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則の一部改正（第２条関係） 
厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則の一部改正（第２条関係） 
(付議事項) (付議事項) 

第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に

付さなければならない。 
第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に

付さなければならない。 
(1)～(12) 略 (1)～(12) 略 
 (13) 市指定文化財の指定及びその解除を行う

こと。 
(13)～(17) 略 (14)～(18) 略 
  

厚木市教育委員会職員の職の設置に関する規則

の一部改正（第３条関係） 
厚木市教育委員会職員の職の設置に関する規則

の一部改正（第３条関係） 
(教育機関における職) (教育機関における職) 

第4条 教育研究所及び青少年教育相談センター

に所長を置く。 
第4条 教育研究所及び青少年教育相談センター

に所長を、公民館、あつぎ郷土博物館及び中

央図書館に館長を置く。 
2 学校給食センター及び教育研究所の係に係長

を置く。 
2 学校給食センター、教育研究所及び中央図書

館の係に係長を置く。 
3 略 3 略 

(その他の職) (その他の職) 
第5条 前2条に規定する職のほか、次に掲げる

職を置くことができる。 
第5条 前2条に規定する職のほか、次に掲げる

職を置くことができる。 
(1) 略 (1) 略 
(2) 司書、学芸員 (2) 公民館主事、司書、学芸員 
(3)～(6) 略 (3)～(6) 略 



   

4 

2 略 2 略 
  

厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚

木市公共施設予約システムの運用に関する規則

の一部改正（第４条関係） 

厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚

木市公共施設予約システムの運用に関する規則

の一部改正（第４条関係） 
(対象施設) (対象施設) 

第2条 公共施設予約システムの利用の対象とな

る公共施設は、市立の学校施設のうち、夜間

照明施設を保有している屋外運動場(当該夜間

照明施設を使用する場合に限る。)とする。 

第2条 公共施設予約システムの利用の対象とな

る公共施設は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 厚木市立厚木北公民館、厚木市立厚木南

公民館、厚木市立依知北公民館、厚木市立

依知南公民館、厚木市立睦合北公民館、厚

木市立睦合南公民館、厚木市立睦合西公民

館、厚木市立荻野公民館、厚木市立小鮎公

民館、厚木市立玉川公民館、厚木市立南毛

利公民館、厚木市立相川公民館、厚木市立

緑ケ丘公民館、厚木市立愛甲公民館及び厚

木市立森の里公民館 
 (2) 市立の学校施設のうち、夜間照明施設を

保有している屋外運動場(当該夜間照明施設

を使用する場合に限る。) 
 (3) 厚木市営玉川野球場、厚木市営厚木野球

場、厚木市営厚木テニスコート、厚木市営

東町スポーツセンター、厚木市営及川球技

場、厚木市営猿ケ島スポーツセンター及び

厚木市営南毛利スポーツセンター 
  

厚木市公契約条例施行規則の一部改正（第５条

関係） 
厚木市公契約条例施行規則の一部改正（第５条

関係） 
 (趣旨) 
 第1条 この規則は、厚木市公契約条例(平成24

年厚木市条例第29号。以下「条例」という。)
の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 
 (対象委託契約の範囲) 
 第2条 条例第6条第1項第2号の規定に基づき厚

木市教育委員会が別に定める管理協定は、厚

木市立社会教育集会所条例(昭和61年厚木市条

例第31号)第1条に規定する厚木市立社会教育

集会所に係る管理協定を除く管理協定とす

る。 
 (他の規則の例による事項) 
厚木市公契約条例(平成24年厚木市条例第29

号)の施行については、厚木市公契約条例施行

規則(平成24年厚木市規則第63号)の例による。 

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施

行について必要な事項は、厚木市公契約条例

施行規則(平成24年厚木市規則第63号)の例によ

る。 
  

 



 

議案第１１号 
 
 
   厚木市教育委員会職務権限規程及び厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関 

する規程の一部を改正する規程について 
 
 
 厚木市教育委員会職務権限規程及び厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の

一部を改正する規程について、別紙のとおり制定する。 

 
 
  令和６年２月１０日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴い、関係規程の一部

を改正するため、本規程を制定する。 
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厚木市教育委員会職務権限規程及び厚木市教育委員会職員の勤務 

時間等に関する規程の一部を改正する規程 

 

（厚木市教育委員会職務権限規程の一部改正） 

第１条 厚木市教育委員会職務権限規程（昭和56年厚木市教育委員会訓令第１

号）の一部を次のように改正する。 

第６条各号列記以外の部分中「、青少年教育相談センター所長及び中央図書

館長」を「及び青少年教育相談センター所長」に改める。 

第７条を削り、第８条を第７条とする。 

第９条各号列記以外の部分中「（課に属する教育機関（学校給食センター及

び公民館を除く。）の長を含む。）」を削り、同条を第８条とし、第10条から

第21条までを１条ずつ繰り上げる。 

（厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部改正） 

第２条 厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（昭和59年厚木市教

育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

別表公民館に勤務する職員の項から図書館に勤務する職員の項までを削る。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 



  参考資料 
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新旧対照表 
新 旧 

厚木市教育委員会職務権限規程の一部改正（第

１条関係） 
厚木市教育委員会職務権限規程の一部改正（第

１条関係） 
(課長の職務) (課長の職務) 

第6条 課長(教育研究所長及び青少年教育相談

センター所長を含む。以下同じ。)は、上司の

指揮監督を受けておおむね次に掲げる職務を

行う。 

第6条 課長(教育研究所長、青少年教育相談セ

ンター所長及び中央図書館長を含む。以下同

じ。)は、上司の指揮監督を受けておおむね次

に掲げる職務を行う。 
(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

 (公民館長の職務) 
第7条 公民館長は、上司の指揮監督を受けてお

おむね次に掲げる職務を行う。 
(1) 次長の職務を補佐すること。 
(2) 部の執行方針及び基本計画の設定に関

し、補佐すること。 
(3) 公民館の事業計画の策定をすること。 
(4) 公民館の事務改善の方針及び改善計画の

策定をすること。 
(5) 所属職員の人事、労務及び労働安全衛生

に関すること。 
(6) 自己研修による職員への垂範に努めるこ

と。 
(7) 所属職員を養成すること。 
(8) 公民館内の執行管理及び調整を行うこ

と。 
(9) 所属職員の指揮監督及び部の執行方針、

上司の指示事項等の周知をすること。 
第7条 略 第8条 略 

(係長の職務) (係長の職務) 
第8条 係長は、上司の指揮監督を受けておおむ

ね次に掲げる職務を行う。 
第9条 係長(課に属する教育機関(学校給食セン

ター及び公民館を除く。)の長を含む。)は、上

司の指揮監督を受けておおむね次に掲げる職

務を行う。 
(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

第9条～第20条 略 第10条～第21条 略 
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厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規

程の一部改正（第２条関係） 
厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規

程の一部改正（第２条関係） 
別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 勤務時間 週休日 
略 略 略 

 

区分 勤務時間 週休日 
略 略 略 

公民館に

勤務する

職員 

午前8時30分から午後1
0時までの間において7
時間45分とし、その開

始は、所属長が定め

る。 

4週間に

つき8日
とし、所

属長が定

める日 
あつぎ郷

土博物館

に勤務す

る職員 

午前8時30分から午後5
時15分まで 

4週間に

つき8日
とし、所

属長が定

める日 
図書館に

勤務する

職員 

午前8時30分から午後7
時30分までの間におい

て7時間45分とし、そ

の開始は、所属長が定

める。 

4週間に

つき8日
とし、所

属長が定

める日 
 

  
 



報告事項１、２及び３につい

ては、非公開案件となります。 

  


